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～ 住み慣れた地域でその人らしい生活を送るための 

地域包括ケアシステムの確立 ～ 

 

 

 

 

長野県 茅野市 



 茅野市の高齢化率は、平成２９年（２０１７年）１０

月１日現在、２９．３％となっており、団塊の世代が

７５歳となる２０２５年には、３０％を超えると想定さ

れています。 

 高齢化の進展は、医療や介護の需要がますます高まる

一方で、これまでの医療・介護サービスの提供体制では、

十分に対応ができないと見込まれています。 

 これからは、介護状態にならないための介護予防に積極的に取り組むととも

に、要介護状態になっても住み慣れた地域でその人らしい暮らしを続けること

ができるよう地域における支え合いの仕組みづくりが必要です。このことを実

現するため、本計画では、生活支援体制整備や地域ケア会議、在宅医療と介護

の連携を進めていくことを掲げています。 

 本計画の実施にあたっては、「第５次茅野市総合計画」、「第３次福祉２１ビー

ナスプラン」における理念、基本構想を踏まえ、茅野市が進めてまいりました

「パートナーシップのまちづくり」を継承し、保健福祉サービスセンターにお

ける総合相談支援や高齢者の地域における自立生活、介護予防、生きがい支援

及び社会参加の支援等についても、今後も積極的に取り組んでまいりたいと思

います。 

 計画策定にあたりご協力をいただきました、福祉２１茅野の高齢者保健福祉

部会、認知症部会の皆さんをはじめ関係各位に心から感謝申し上げます。 

 一人ひとりが生きがいを持ち、その人らしい生活を送ることができる地域づ

くりを目指して、この計画が茅野市に住むすべての高齢者の生活を支えとなる

とともに、住民相互による支え合いの実現に資することを切に願っています。 

 

平成３０年３月 

 

 

茅野市長 柳平 千代一 

市長写真 
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はじめに 茅野市高齢者保健福祉計画策定について 

 これまで茅野市高齢者保健福祉計画は、「高齢者の自己実現や、豊かな地域生活を地域全体

で支えあっていこう。」という思いから、高齢者の保健福祉を推進する施策として策定されて

きました。 

 茅野市の最上位の計画となる「第５次茅野市総合計画」の基本施策や、保健福祉分野の基本

計画となる福祉２１ビーナスプラン（茅野市地域福祉計画）に基づき、茅野市の高齢者の保健

福祉とその施策について、「茅野市の２１世紀の福祉を創る会」（以下「福祉２１茅野」とい

います）の高齢者保健福祉部会と認知症部会を中心に検討を重ね、慎重かつ活発な協議のもと

「第６期高齢者保健福祉計画」（以下「第６期計画」といいます）を策定しました。 

第１章 計画の概要 

 長野県の高齢化率は平成２９年（２０１７年）４月１日現在、３１.０％となっています。

また、茅野市の高齢化率は、平成２９年（２０１７年）１０月１日現在、２９.３％となり、

人口の３人に１人が６５歳以上の高齢者という状況です。 

 また、団塊の世代※ が７５歳となる２０２５年には、高齢化率は３０％を超えると見込まれ

ています。 

 茅野市では、地域福祉の総合的推進の基本理念や方向性を示す「福祉２１ビーナスプラン（茅

野市地域福祉計画）」を基本に、高齢者の生活実態を踏まえて、高齢者の地域における自立生

活、介護予防、生きがい支援及び社会参加の支援等の主要課題の解決に向けて積極的に取り組

んできました。 

 一方、国でも２０２５年に迎える超高齢社会を見据えた課題として、高齢者のケアに対する

様々なニーズの増大や、一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯、認知症の人の増加を背景に、

介護・医療保険サービス、生活支援、権利擁護、住居及び所得の保障などの様々な支援が切れ

目なく提供されるための仕組みとして「地域包括ケアシステム」の構築を打ち出しています。 

 茅野市が平成１２年（２０００年）４月に、福祉２１ビーナスプランに基づき設置した保健

福祉サービスセンターの機能と役割（総合相談支援機能）は、国が示す地域包括ケアシステム

を目指したものでした。 

 このたび、第５期茅野市高齢者保健福祉計画（以下「第５期計画」といいます。）の理念を

継承するとともに、介護予防や生活等の問題に対する取組を拡充し、在宅福祉を推進していく

計画として、第６期計画を策定しました。この計画は、２０２０年度までに茅野市が重点的に

取り組むべき高齢者保健福祉施策の基本目標及び方針とその具現化のための諸施策や体系を

示しています。 

 

※団塊の世代 … 第二次世界大戦直後の日本において、昭和22年（1947年）から昭和24年（1949 

年）までに生まれた世代のこと。第一次ベビーブーム世代とも呼ばれます。 
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（１）第６期計画は、第５次茅野市総合計画の基本構想と茅野市の地域福祉の総合的推進の基

本的理念やあり方を示す「第３次福祉２１ビーナスプラン（第３次茅野市地域福祉計画）」

を構成する高齢者保健福祉施策に特化した分野別個別計画として位置付けられます。 

  また、法令上は、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」及び介護保険法に基づく「介護保

険事業計画」を一体化した計画となります。 

  老人保健法の規定により、第３期茅野市老人保健福祉計画までは「老人保健計画」と一体

になった「老人保健福祉計画」を策定していましたが、老人保健法の改定により老人保健計

画を策定する根拠はなくなりました。しかし、高齢者を取り巻く保健分野の取組の必要性は

変わりませんので、第６期計画もこれまでと同様に「高齢者保健福祉計画」として策定しま

す。 

 

（２）第６期計画は、茅野市の高齢者の生活実態を踏まえ、高齢者の地域での自立した生活、

介護予防、生きがい支援及び社会参加の支援などの主要課題に対する基本目標と方針を定め、

地域福祉の具現化に向けて諸施策を総合的に体系化し、計画的に推進していくための基本的

な方針という性格を持っています。 

  行政機関のみの指針ではなく、事業者やボランティア、また、広く一般市民の方々が参照

し、できる範囲で参加・協働するための指針となるべきものと考えます。 

 

 第６期計画の期間は、諏訪広域連合が策定する介護保険事業計画の計画期間に合わせ、２０

１８年度から２０２０年度までの３か年とします。 

 

 第６期計画は、老人福祉法（第２０条の８）及び介護保険法の趣旨に基づき、関係する他の

計画と整合を図るとともに、茅野市の最上位の計画である「第５次茅野市総合計画」及び「第

３次福祉２１ビーナスプラン（茅野市地域福祉計画）」の基本理念や基本構想の実現に向け、

関連する計画と整合を図りながら、高齢者保健福祉の観点から具体化するものです。 
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○計画体系イメージ 

 国では、団塊の世代と呼ばれる人々が７５歳を迎える２０２０年を見据えて、平成１８年（２

００６年）、平成２７年（２０１５年）に介護保険法の大幅な改正を行い、予防重視・地域密

着型サービスの導入、地域包括支援センターの創設、新たなサービスの導入と取組、地域ケア

システムの構築、費用負担の公平化が進められています。高齢化とともに認知症の高齢者や一

人暮らしの高齢者が増加する中で、介護が必要になってもできる限り住み慣れた地域で生活で

きるよう支援の充実が必要となっています。 

 『地域包括ケアシステム』の構築においては、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できる

ようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を全国一律の画一的ではなく、地域の特性

や住民特性等の実情に応じて構築することとされています。そのために次の４点によるサービ

スの充実が求められています。 

 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

（２）認知症施策の推進 

（３）地域ケア会議の推進 

（４）生活支援サービスの充実・強化 

第５次 

茅野市 

総合計画 

第３次福祉 21 

ビーナスプラン 

第６期茅野市高齢者保健福祉計画 
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第１章 茅野市における人口構成の推移と将来推計 

 茅野市の平成２９年（２０１７年）１０月１日現在の人口構成は、表１のように若年層の人

口が減少しており、子どもの人口が減少傾向にあります。２０２５年に７５歳以上を迎えるの

が第１次ベビーブームに出生した「団塊の世代」です。国では、平成２７年（２０１５年）に

「超高齢社会」を迎えるとしていますが、茅野市では平成２９年（２０１７年）年１０月１日

現在の高齢化率が２９.３％となっており、超高齢社会に突入したといえます。 

 また、次ページの表２が示すように、２０１６年度から２０２５年度までの６５歳以上の高

齢化率は、平成２８年（２０１６年）度の２８.９％から２０２５年度の３０.９％（２.０％

増）まで増えると見込まれています。 

表１  

                  茅野市役所 企画部 地域戦略課 広報戦略係 資料 
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表２ 茅野市の高齢者人口及び高齢化率の推移 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2025 

総人口 56,033 56,067 55,993 55,890 55,760 55,297 54,917 

老年人口 

（65歳以上） 
16,170 16,417 16,582 16,673 16,756 16,904 16,942 

うち 

前期高齢者 
8,249 8,178 8,122 7,897 7,823 7,165 6,562 

うち 

後期高齢者 
7,921 8,239 8,460 8,776 8,933 9,739 10,380 

高齢化率 28.9％ 29.3％ 29.6％ 29.8％ 30.1％ 30.6％ 30.9％ 

 

 出典：諏訪広域連合介護保険課  

 

 上記の表２のとおり、高齢者人口は増加する中で、元気な高齢者が多い前期高齢者は減尐し、

７５歳以上の高齢者が増加していくことが予測されています。これは地域の中で、支えられる

側の後期高齢者は今後も増加していくが、支える側と考えられる前期高齢者が減ることになり

ます。このことを踏まえ、長期的な視点での支え合いの仕組みづくりが必要になってきます。 
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第２章 第５期高齢者保健福祉計画の検証と課題 

 第５期計画は、平成２３年（２０１１年）３月に高齢者実態調査（住民アンケート）を実施

し、その結果から、高齢者を取り巻く課題を以下の次の８つ項目に整理しました。 

 

（１） 高齢者自身の健康状態と、健康づくりの推進 

（２） 高齢者が仕事・就業しやすい環境づくりの推進 

（３） 高齢者の居住環境と生活の不便さへの対策 

（４） 高齢者の移動手段の検討 

（５） 高齢者の社会的交流と、孤立を防止するための対策 

（６） 高齢者の不安や悩みに対する支援 

（７） 高齢者の権利擁護、高齢者虐待等への対応 

（８） 高齢者自身が考える「高齢者像」の実現 

 福祉２１ビーナスプランの基本的事項と上記の実態調査結果により整理をした８項目の課

題を踏まえて、第５期計画では次のとおりテーマ、基本目標等を設定し、取り組んできまし

た。 

（１）だれもがいつまでも、健康で活発な生活を送れるための支えあい 

（２）だれもが地域で孤立することなく互いに支えあえるような地域づくり 

（３）公的なサービスや資源の有効な活用 

 

 ① 生活基盤・セーフティーネットの整備による在宅福祉の推進 

 ② 健康増進による介護予防の推進 

 ③ 高齢者の社会参加と福祉的予防の推進 

 ④ 利用者本位の福祉サービスの取組と支援 

 ⑤ 権利擁護の取組と支援 

 

 

 この５つの基本目標ごとに設定された具体的な施策の取組について検証を行いました。 
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① 生活基盤・セーフティーネットの整備による在宅福祉の推進 

 

ア 地域福祉行動計画の推進と福祉マップの作成 

  平成２２年（２０１０年）度から各地区で、地域の力で地域福祉を推進することを目標に

高齢者の福祉、子育てや環境など、幅広い分野にわたる計画を「地域福祉行動計画」であり、

９地区と、ちの地区の７区それぞれで策定、更新、取組が進められています。 

  また、区・自治会ごとに災害時の危険性が高い場所や地域住民の避難場所、支援が必要な

人がどこにいるのか、どこに手助けできる人がいるか、支援の計画や情報の共有が目的であ

る「災害時要援護者支えあいマップ（助け合いおたがいさまっぷ）」を作成しています。 

  マップは作成が目的ではなく、災害等が発生したときに活用ができること、情報の更新が

必要となります。 

 

イ 地域包括ケアシステムの構築と推進 

  平成２４年（２０１２年）の介護保険法の改正により「地域包拢ケアシステムの構築」が

打ち出されました。国が示す内容は介護保険制度上のサービスが中心で、地域差や実際に求

められている支援とは重ならない部分もあります。茅野市では、第１次福祉２１ビーナスプ

ラン策定時から継続して、『総合相談支援機能』の推進に取り組んでいます。 

  茅野市では、地域包拢支援センターの機能を担う保健福祉サービスセンターを中心に、相

談支援の強化と地域づくりを推進してきました。 

 

ウ 移送手段の改善・充実に向けた検討と推進 

  高齢者の生活範囲拡大と、生活そのものを支える視点から、地域の実情や福祉有償運送制

度など関連制度の動向を踏まえて高齢者の移動手段の確保は、重要な課題です。公共交通機

関であるバス運行については、利用者の減尐などにより路線、便数とも減尐傾向にあります。

平成２８年（２０１６年）１０月からバス路線等を見直し、これまでの福祉バスビーナちゃ

んの利用形態は残しつつ週２～３日運行として改編がされました。 

 

エ 冬季の生活支障に対する取組の検討  

  冬季生活の丌便さは多くの方が感じているところです。このことを踏まえ、冬季における

総合的な支援を検討してきましたが、より良い方策がみつからない状況が続いています。こ

のような状況のなかで、雪かき等ができない方への支援を地域での取組活動も動き出してい

ます。冬期に関わらず、生活の支障となるものに対する取組も必要です。 

 

オ 高齢者の住居・住み替えの対策の検討 

  施設に入るほどではないが自宅の生活は難しくなってきた人には、施設と在宅の中間的な

住まいの検討と整備など、そのとき状況や状態によって、必要とされる支援や施策が異なり

ます。 

  実際の住み替えは難しい部分もあるかとも思われますので、在宅生活を続けることができ

る支援を今後も検討、充実することが必要です。 
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  地域における見守りや支援体制の整備は、介護の必要な高齢者や、その家族が安心して生

活するために必要です。また、このような地域のネットワークがあることで、家族が相談で

き、介護を続けていく力になり、さらには訪問販売による被害の防止や災害時の助け合いや

支えあい、孤立死を防ぐなど、地域全体の福祉力向上につながります。 

  従来から保健福祉サービスセンターが民生児童委員や福祉推進委員、区長会や地域住民と

連携をしてきていますが、今後も維持、強化する取組が必要です。 

  茅野市社会福祉協議会（以下「市社協」といいます）では、保健福祉サービスセンターに

配置されているコミュニティソーシャルワーカーを中心に、訪問による地域の福祉的課題・

ニーズ収集、地区社会福祉協議会や福祉推進委員の活動支援のほか、福祉教育による人づく

り、ボランティア活動の推進と支援など、さまざまな事業が行われてきました。 

  今後は、国が提唱する地域で支え合いの仕組みを構築することを目的とした、生活支援体

制整備事業において、社会福祉協議会職員を生活支援コーディネーターとして、地域づくり

のために連携していくことが期待されます。 

 茅野市では、「地域コミュニティによる地域福祉の増進」を重要課題として位置付け、地域

福祉の推進と活動の目標として、地域の皆さんとともに策定を行った『地域福祉行動計画』は 

地区（４層）が策定し、区・自治会（５層）が実践の主体となっています。 

 この計画は保健福祉に関わることだけでなく、環境や子育て、教育、防災、防犯等に関する

活動なども掲げられています。地域のしくみに詳しい区の役員、民生児童委員、保健補導員、

ボランティアや福祉推進委員とともに自分の区・自治会での実践に積極的に関わり、地区を通

じて他の区・自治会ともつながることで、地域福祉を推進する市民力・地域力が高まると考え

ます。 
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② 健康増進による介護予防の推進 

 

ア 生涯現役活動の検討と推進 

  定年後も就労を継続している人、自宅で農業に従事している高齢者等が生きがいを持って

活動的に生活を送ることができるよう、地域の活動などについて情報提供などを行い、閉じ

こもりがちな高齢者が活動などへの参加意欲を引き出せるよう、システムのあり方や情報の

中身、提供方法を検討してきましたが、よい方策は打ち出すことができていません。 

  地域を活性化させるための取組の推進、社会参加や地域内のつながり、見守りや支え合い

のネットワーク、コミュニティビジネスの可能性等、活動が生きがいにつながるよう取組を

今後も検討し、高齢者の社会参加、生きがいづくりにつなげることが必要です。 

 

イ 健診受診率の向上に向けた取組の推進 

  国保加入者に行う特定健診(４０歳～７４歳)については、平成２４年（２０１２年）度か

ら自己負担を無料にし、個別健診に加えて集団健診を実施しました。受診率は、平成２３年

（２０１１年）度は３２.６％でしたが、平成２４年（２０１２年）度は４５.５%にアップ

しました。その後も、未受診者へ電話や訪問、広報や回覧、ホームページ等による周知を行

うなどの取組を行っています。平成２８年（２０１６年）度の受診率は４８.６%でした。目

標の６０%にするためには、今後も更なる取組をしていく必要があります。 

  がん検診については、特定健診の受診票発送時に「検診のご案内」を同封しています。平

成２９年（２０１７年）度については、大腸がん検診の受診票を同封し、特定健診と同時に

実施しやすいようにしました。がん検診の受診率は、他市町村と比較しても低い状況があり、

平成２９年（２０１７年）１２月から検診受診を促すことを含めた「健康ポイント事業」を

開始しました。事業についての効果検証を行いながら、検診受診率向上に向けた取組をして

いく予定です。 

 

ウ 保健補導員会組織等と連携しての健康づくりの推進 

  保健補導員会の活動については、地区担当保健師や管理栄養士による健康に関する学習会

と、保健補導員さんが公民館単位で企画する料理教室や健康講座を実施しています。地域で

の料理教室は、食生活改善推進員が講師となっていただいています。 

  市民の皆さんが、健康について学ぶ場となっており、今後も地域の皆さんの健康づくりの

場として継続していきます。 

  平成２７年（２０１５年）から理事会は休止となっていますが、地区活動については継続

して行っています。 

 

エ 継続的な啓発活動の推進 

  健康づくりの意義や方法について、地区運動教室や各種講座開催時、高齢者クラブの集会、

保健補導員の勉強会などにおいて周知をしてきました。啓発活動は継続していく必要があり

ます。 

 

オ 介護予防の啓発活動と情報発信の推進 



第
２
章

 10 

  介護予防事業は、６５歳以上の人を対象に基本チェックリスト（国の示す２５項目の調

査内容）による調査を行い、何かしらの予防が必要である二次予防事業対象者を選定し、

実施してきました。しかし、介護保険法の改正に伴い、二次予防事業対象者という区分け

がなくなり、一般高齢者として介護予防事業を実施することとなりました。 

  介護予防の啓発は、健康の維持や介護予防への意識付けとともに、病気の早期発見につ

ながるものです。 

  これまでも、かかりつけ医と連携して介護予防について啓発するとともに、保健福祉サ

ービスセンターからの個別訪問によるフォロー、区・自治会や高齢者クラブ等からの依頼

で行う講演や教室等で啓発を行ってきましたが、今後もこの取組を進める必要があります。 

 

  介護予防事業※は介護が必要となる期間をできるだけ遅く・短くするとともに、介護が必

要になる原因となる、下肢筋力や口腔機能・栄養状態の低下を予防・防止することを目的と

して、事業を実施してきました。さらに、より効果的で充実したものとなるよう、認知症予

防講座や入門講座の事業も新たに立ち上げて介護予防施策の充実を図っています。 

  認知症予防講座などの講座は、講座終了とともに、講座等がなくなり継続希望に対応でき

ていません。今後は、保健福祉サービスセンターや関係する機関等が関わりながら、地域で

自主的な活動が実施され、介護予防事業が修了した人の受け皿が必要です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※介護予防事業 … 現在、茅野市で行っている介護予防事業には、筋力低下の予防が中心の「脚腰

おたっしゃ教室（区・自治会単位で実施）」「介護予防通所事業（茅野市老人

福祉センター塩壺の湯で市社協に委託しているものと、サービス事業者に委託

しているものがあります）」や、閉じこもり予防が目的の「通所サービス事業

（サービス事業者に委託して実施）」があり、「脚腰おたっしゃ教室」は事業

終了後、地域の自主活動として続けている区・自治会もあります。 
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③ 高齢者の社会参加と福祉的予防の推進 

 

ア 高齢者クラブの組織力向上の推進 

  高齢者クラブは、さまざまな生きがい活動のメニューの実施や、社会参加を促す福祉的予

防の場の一つとなっていますが、組織率の低下、役員のなり手、事務の煩雑さや事業内容の

硬直化といった課題があり、地区によっては休止・廃止している高齢者クラブがあります。 

  平成２６年（２０１４年）３月末には、茅野市高齢者クラブ連合会も解散し、各地区の高

齢者クラブも減尐しています。 

  高齢者クラブは、高齢者生きがいづくり、社会参加の場として、重要な団体であると考え

ています。高齢者クラブの活動の支援と、活動が活性化されるような取組は、今後も必要で

す。 

 

イ 福祉推進委員・地区社会福祉協議会等への活動支援の推進 

  各区、自治会の福祉推進委員は、地域福祉を担う民生児童委員やボランティアなどのつ

なぎ役、身近な地域での福祉活動の推進役として活動をいただいています。また、地区社

会福祉協議会は、地区（４層）で地域福祉活動を推進している団体で構成される住民組織

として活動をいただいています。 

  福祉推進委員、地区社協ともに、保健福祉サービスセンターや地区コミュニティセンタ

ーと連携し、地域づくりに関わっています。福祉推進委員や地区社協への支援の中心が市

社協であることから、市社協の活動に市も支援しています。 

 

ウ 社会参加のあり方の総合的な検討と推進 

  仲間づくりや楽しみにつながる機会づくりとして、高齢者作品展を開催しています。多く

参加してもらえるよう広報誌、回覧文書を作成し、周知しています。 

  高齢者の社会参加の促進という観点から、社会参加の場でもある高齢者大学、公民館分館

活動や高齢者クラブ、ボランティア活動や地域活動などについて関係機関と連携を図り、更

なる推進が必要です。 

 

エ 福祉的予防の推進と高齢者福祉センターの活用の検討 

  茅野市高齢者福祉センター塩壺の湯は、平成２６年（２０１４年）２月に建て替えられ、

オープンしました。利用者は、年々増加をしており、平成２８年（２０１６年）度の１年間

においては、５７,４９４人の利用がありました。高齢者同士の憩いの場として、また、介

護予防通所事業の実施の場として利用がされています。 

  今後は、介護予防事業の拠点施設として事業を充実していく予定です。 

 

オ 活動に関する情報提供の仕組みづくりと推進 

  市内にはさまざまな主体により、高齢者が参加できる活動や行事が多数行われています。

市で行っている介護予防事業と併せて、地域が主体となった地区運動教室など高齢者が活動

する場の設置、参加を促進するための支援が必要です。 
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  これまでの仕事や長年の経験を生かし、金額は多くなくても収入が得られる、高齢者の活

動・就業の場や機会を作り出す必要性から、シルバー人材センターの運営に対して助成を行

っています。 

  今後は、高齢者が長年培ってきた経験や知織、技術・技能を、次世代に継承できるように

するための環境づくりや、高齢者自らが地域の課題に対して仕事という形で取り組むコミュ

ニティビジネスについても検討が必要です。 

 

  高齢期になると、地域の行事などに出ていくための意欲が低下するとともに、参加の機会

や参加するための手段に制限が生じ、ひきこもりがちの生活になってしまうことがあります。

引きこもりにより孤立していくことがないよう、地域における同世代間の交流が進むための

支援が必要ですが、行事等への参加の呼びかけなどの活動が主になっています。 

  同世代の交流は、高齢者クラブ等を通じて行われてはいますが、個人レベルでの世代を

超えた交流に参加する機会がなかなかありません。 

  世代間の交流は、生活の知恵や経験を伝える機会であり、お互いの世代によい効果を与

えます。そのためにも交流の機会を増やす取組を進めていく必要があります。 

 
 
 「福祉的予防」とは、茅野市が福祉２１ビーナスプランを策定するなかで、独自な取組と

して考えてきたものです。介護保険制度でいう「介護予防事業」は、高齢者が介護を必要と

する状態にならない、悪化させないための、個別の予防の取組です。 

それに対して「福祉的予防」は、高齢者の社会参加や交流、活動や学習を通して、地域で

生き生きと暮らす機会を大切にすることが、広い意味で予防につながるという考え方です。 

具体的には社会参加、仲間づくり（交流）、活動や役割づくり（就業・起業も含む）、生

涯学習（学び）などのプログラムをつくり、個々が参加できるように支援していきます。そ

のことによって、孤立やひきこもりを防ぐだけではなく、活力のある生活が続けられるよう、

支援していくことです。 
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④ 利用者本位の福祉サービスの取組と支援 

 

ア 介護保険制度の推進 

  介護保険制度の運営に関しては、平成１５年（２００３年）度から諏訪広域連合として運

営していく体制となっています。制度の適正な運用がされています。 

  制度のメニューにないサービスで必要なものがあるか検討が必要です。 

 

イ 情報提供・普及啓発活動の推進 

  介護保険料やサービスの種類、あるいは介護保険サービスの利用方法など、介護保険の基

本的な情報、「施設」に入居の際の貹用負担額や手続きについて、資料を作成し周知してき

ました。また、６５歳に到達した方に対して、介護保険制度等について周知、理解をいただ

くため、毎月、説明会を実施してきました。 

 

ウ 相談・苦情対応への体制整備の推進 

  平成１２年（２０００年）度から「保健福祉サービスセンター」は保健福祉の拠点として、

高齢者、障害児・者、子育てなどに関する保健・福祉の総合相談や権利擁護の推進、包拢的・

継続的ケアマネジメント支援を担い、地域へ出向いてのニーズ把握や地域づくりを行ってい

ます。 

  また、介護保険サービスの利用が増えるとともに、利用上の相談やトラブルなども増えて

きています。これまでも保健福祉サービスセンターが行ってきた「総合相談支援機能」を推

進してきました。 

 

エ 在宅生活の継続と推進 

 年齢を重ね心身の機能が低下し、在宅生活の維持が困難になっても、住み慣れた家や地域を

離れずに生活を続けられるよう支援するために、介護保険サービスの活用や行政による支援の

あり方を検討してきました。 

（ア）地域で高齢者を支えあう仕組みづくりの取組 

  施設入所に頼らず、できるだけ住み慣れた自宅で生活できるよう、在宅福祉サービスの充

実に取り組んできました。利用者の状態などに応じて在宅サービスと施設サービスを交互に

利用できる施策や、在宅と施設の中間的な住まいの設置については今後も議論が必要です。 

 

（イ）介護サービス基盤の整備 

  茅野市において、介護保険サービスを提供する資源は充足してきていますが、４つのエリ

アごとに見ると、その配置はアンバランスな状態です。サービス基盤は、全ての日常生活圏

域にあることが望ましく、利用の意向や効率性等から適切な配置を行う必要があります。今

後も諏訪広域連合と協議し、地域のニーズから必要性を把握して整備促進を検討していく必

要があります。 

 

オ 在宅ケアの推進体制、資源の向上 

（ア）緊急時の対応の具体化 
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  要介護認定者を介護している介護者が急病や事故等の緊急時に宅老所に要介護認定者が

宿泊した場合に、利用者への補助を行う事業としてふれあい保健福祉事業の在宅介護者緊急

支援事業を実施しています。 

 

  介護サービスの質を向上させるためには人材の育成が大きな要素であり、茅野市では介護

サービス提供事業者（実務者）・介護支援専門員連絡会議等で研修、情報提供等の機会を設

け人材育成や質の向上を図ってきました。しかし、介護サービスに従事する人が減少、雇用

に結びついていない状況となっています。 

  認知症に関する相談は家族や関係機関などを通じて、身近な相談窓口である保健福祉サ

ービスセンターに多く寄せられています。相談を受けた保健福祉サービスセンターでは、

訪問等により状況を把握して専門の医療機関や介護サービスヘつなげる等、ケアマネジメ

ントに基づき支援を行っています。 

  認知症の疑いがある方へ早期のアプローチがすることができるよう、認知症初期集中支

援チームによる取組を行います。 

 
  医療面においては、諏訪中央病院に認知症治療にも関わっていただける、常勤の神経内科

医が配置されました。 

  また、身近な所で相談等に応じてくれる「認知症相談医」の情報を提供しています。 

 

 
  現在市内には、認知症対応型グループホームが６施設あります。認知症者およびその

家族に対する福祉サービスの充実や、資源が不足している地域への施設の設置などの課

題があります。 

 

  介護が必要な方の生活の質を維持するためには、日常生活圏域の中でバランスのとれた基

盤整備が行われるとともに、サービスを提供する側には利用者の尊厳を尊重し、その人の状

態に応じた良質なサービスを提供することが求められています。 

  質を確保するために、介護サービス提供事業者（実務者）・介護支援専門員連絡会議の開

催や、サービスの質の向上を図る研修等による情報の共有、介護相談員の派遣など、第三者

が介在してサービス事業者と利用者間の問題を解決に向けていく仕組みづくりを進めてき

ました。 

  茅野市サービス提供事業者（実務者）・介護支援専門員連絡会議は、資質向上の支援をし

ていくことを目的として開催しています。 

  今後も、このような連絡会議や研修を継続して開催していくことにより、市職員と介護線
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専門員（以下「ケアマネジャー」といいます）やサービス事業者が協働して資質の向上を図

る必要があります。 

 

ク ふれあい保健福祉事業の再編と充実 

（ア）ふれあい保健福祉事業のあり方  

  平成１２年（２０００年）度から、高齢者・介護施策は「措置」から「介護保険制度」へ

移行し、茅野市では措置の時期のサービス量との差を生じさせないことや、在宅生活の推進、

さらには介護保険サービスの負担限度額を超える利用に対応するため、独自の事業として

「ふれあい保健福祉事業」を創設し、各種のサービスや事業を展開して利用者の支援をして

きました。 

  これまでの介護保険法の改正により、支援を必要とする人が置かれている状況、介護サー

ビスの内容についても変わってきています。この変化に対応するべく制度や市独自のサービ

スのあり方の検討と事業内容の見直しが必要です。また、現在のサービスにおける課題等も

出てきています。 

 

（イ）介護保険制度との関係 

  ふれあい保健福祉事業には市の単独事業と、介護保険法に基づく地域支援事業があります。

これまでも介護保険法の改正に伴い、介護保険制度とふれあい保健福祉事業の間で内容など

がそぐわなくなった部分については、修正を行っています。 

  今後も、事業の主眼である在宅生活を推進するために、介護予防の推進と在宅の継続に丌

足するサービスを補う制度として介護保険制度との整合性を図りながら、今後も利用者のニ

ーズが充足される取組が必要です。 

 

ケ 認知症の人を地域で支える支援の推進 

  最近では、認知症の理解が進んできましたが、まだ、地域や家族の中において認知症に

対する認識は十分とはいえない状況にあります。 

  今後も増加が見込まれる認知症に対する知識と理解を広めること、介護する家族を支え

る取組、早期発見・治療と進行の予防、認知症の人の就業や社会参加・社会復帰に向けた

支援・施策を検討する必要があります。 

 

コ 認知症サポーターの養成と活用の推進 

  認知症の人を地域で支えていく取組として、認知症サポーターの養成を茅野市でも実施

しています。（平成２９年（２０１７年）１０月末現在、２,６７３人が「認知症サポータ

ー」の養成講座を修了しています。）また、この養成講座の講師役にあたる「認知症キャ

ラバン・メイト」の資栺を持つ人も１０６人登録しています。 

  認知症サポーターが認知症だけでなく、介護予防全般についても学べるようなスキルア

ップするための事業の検討や、積極的に関われる支援や活動など情報提供が必要だと考え

られます。さらに、支える力がより大きなものになるように、認知症キャラバン・メイト

同士が連携し、認知症サポーターの養成を進めていくことが期待されます。 
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  高齢者自身をはじめ、住民が認知症高齢者や高齢者虐待について、正しい知識や認識をも

つことが、認知症の人を支える前提であり、それを広めるための取組が必要ですが、周知、

情報提供が十分できているという状況ではありません。 

  今後も、認知症サポーターの養成を通じて認知症への理解を深め、認知症の人が安心して

暮らせる地域づくりを目指すことは必要です。 

 

  平成１８年（２００６年）度に施行された「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律」に基づき、虐待防止マニュアルを策定しています。また、虐

待の通報等があった場合は、このマニュアル沿った対応を行っています。 

 
  判断力が低下してきた人の生活や、資産等を守る成年後見制度についての相談から申立

を含めた利用について総合的な支援を、地域福祉課、高齢者・保険課と保健福祉サービス

センターが行います。また、後見人報酬の負担が困難な人に、その費用の一部を助成して

います。 

  また、平成２９年（２０１７年）４月から社会福祉協議会に委託をして、成年後見支援

センターが設置されましたので、このセンターと連携を図りながら、対応して行くことに

なります。 
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第３章 高齢者等実態調査（諏訪広域連合実施）の結果から 

 

１ 高齢者の実態把握 

 諏訪広域連合において、第７期介護保険事業計画の策定にあたり、元気高齢者（要支援・要

介護認定を受けていない６５歳以上の方）および居宅要介護・要支援認定者（要支援・要介護

認定を受けており在宅で生活されている方）を対象に高齢者の人たちの実態やご意見を把握す

るため、平成２８年（２０１６年）１２月から平成２９年（２０１７年）１月にかけて「高齢

者等実態調査」（以下「実態調査」といいます。）を実施しました。 

 この調査は、元気高齢者については無作為抽出した９９７人、居宅要介護・要支援認定者に

ついては、７,１００人を対象に実施しました。この調査結果を、福祉２１茅野高齢者保健福

祉部会に報告し、検討していただき、茅野市の高齢者保健福祉において対策が必要なものの抽

出等に活用しました。 

 この調査結果については、次の頄目としてまとめがされています。 

 （１） 地域での見守り・支え合い体制づくりに向けた取組 

    ・地域活動の活性によるつながりづくり 

    ・「支援してほしいこと」と「支援できること」をつなげるしくみの構築 

 （２） 介護予防活動の推進 

    ・介護予防の重要性に対する意識啓発 

    ・参加しやすい環境づくり 

 （３） 認知症施策について 

    ・認知症に対応できる専門性の高い機関・サービスの充実 

    ・地域全体で支える体制づくり 

 （４） 在宅生活を支えるサービス基盤の充実 

    ・緊急時への対応や介護・医療連携の推進 

    ・介護者の負担軽減 

 （５） 適正な介護保険事業運営 

    ・ニーズに応じた介護サービスの提供 
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第４章 取り組むべき課題の整理 

 第１章から第３章までの状況、課題を踏まえ重点的に取り組む必要のある主要な課題を、

次のとおり整理しました。 

 （１）高齢者に係るサービスの構築 

   ・介護保険によるサービス、市の事業としてのふれあい保健福祉事業によるサービス

のうち、役割を終えたもの、今後新たな事業として取り組む必要があるサービス等

を整理することが必要です。 

   ・要介護、要支援状態となることを予防するための介護予防のサービスの充実は、今

後重要な取組となります。介護予防サービスの実施については、行政だけでなく、

地域住民が主体的にかかわることができれば、身近な場所で開催することが可能と

なり、参加しやすく、効果的な事業が展開できます。また、この事業実施に高齢者

の方に関わっていただくことにより、この方の介護予防や生きがいづくりにもつな

がると考えられます。 

 

 （２）支援が必要な人等の把握 

   ・自宅等に閉じこもってしまっている高齢者は、病気や認知症などの治療等が必要と

なっても、その対応ができない、または対応に遅れが生じることが想定されます。

潜在的に支援を必要している人を把握し、関わることができる仕組みをつくる必要

があります。 

   ・軽度認知障害（MCI）は、早期発見することにより、その進行を遅らせることや、症

状の改善につながることがあるといわれています。認知症になった本人や家族に早

期に関わることを目的とする認知症初期集中支援チームが支援を行い、早期治療に

結びつけることが必要です。 

 

 （３）高齢者へのサービス提供 

   ・要介護者は、介護保険制度の様々なサービスを利用することができ、そのサービス

のメニューも充実してきています。しかし、介護サービス利用者希望者の居住地に

よっては、サービス利用に結び付けにくい状況も生じています。事業者の事業所か

ら介護サービスを受ける方の自宅等までの距離が離れているが、介護保険報酬では、

この移動に係る費用がこの報酬に含まれないことが要因の１つとして考えられます。

これを解決するため、移動費用を助成する仕組み等の検討が必要です。 

   ・ケアマネジャー（介護支援専門員）も全市的に人数が減少傾向にあります。要介護

者、要支援者の介護を適切に行うためにも適正な人員の確保が必要です。 

 

 （４）高齢者支援に係る課題 

   ・近年の高齢者の問題は、本人だけの問題ではなく、その家族に問題があるケースが

増えてきています。高齢者だけの問題としてとらえるのではなく、包括的に取組を

第
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する必要があります。また、ゴミ屋敷の改善など集中して人員を投入しなければな

らないケースに対応できる事業が必要です。 

   ・市内へ転入された移住者や別荘滞在者の中に支援を必要としている人がいるかどう

かの把握が難しい状況です。これらの方々とつながりができるような仕組み（工夫）

が必要です。 

   ・高齢者が安心して暮らすために、見守りは必要な取組です。そのためにも地域づく

りの推進を積極的に進める必要があります。 

   ・介護保険制度や高齢者に関するサービスなどについては、まだ情報提供が十分でな

い状況です。制度や各種サービスの情報を提供し、安心して老後の生活が送ること

ができることを周知する必要があります。 

   ・支援には、自助、共助、公助があります。自分でできること、隣近所、地域ができ

ること、行政が行わなければならないこと、それぞれの役割を認識し、それぞれの

役割を実施していくことが必要です。 

 

２ 元気高齢者に対する取組 

 （１）元気な高齢者の活動の場の確保・生きがいづくり 

   ・地域にいる元気な高齢者の方々が活動できる場として、高齢者クラブ、ボランティ

アグループなど、地域において自主的な活動を行う団体がありますが、これらの団

体等が活発に活動できる仕組みが必要です。 

   ・市では生活習慣や食育、健康の維持増進に関する講座や講師の派遣等をしています

が、市民の皆さんへの講座の内容等の周知が十分といえる状況ではありません。こ

れらの情報を積極的に提供することが必要です。 

   ・高齢者クラブへの入会者が減尐し、これに伴い高齢者クラブそのものが解散となる

ケースも出てきています。以前のようにそれぞれの区・自治会の高齢者クラブで活

動が行われ、交流、生きがいづくりの場となることが理想であると考えます。 

   ・地域の公民館などを活用して、高齢者だけでなく、多くの方が通い、集える場所を

構築して、介護予防につなげていくことの検討が必要です。 

 

 （２）健康づくり 

   ・住み慣れた地域で自分らしい生活を送るためには、健康の維持、増進する取組が必

要となります。そのために、介護予防事業の推進が必要です。この事業推進のため、

これまで市の保健分野の推進に関わってきた地域の身近な保健補導員の活動を継続

することは大きな意味があります。保健補導員の活動の大切さを認識し、活動がし

やすい仕組みを検討する必要があります。 

   ・健康の維持に資する、健康診断、特定健診の受診率をあげる取組を進め、病気の早

期発見、重症化を防ぐことが必要です。また、受診後、健診後の保健指導の取組を

進めることも必要です。 

 

３ 高齢者の生活の充実のための取組 

 （１）高齢者の移動手段の確保 
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   ・今後、運転免許証を自主的に返納する方、返納したいと考える方は増加してくると

考えられます。しかし、返納後の移動手段の確保ができない状態では、無理をして

も自動車運転を続けざるを得ないことが予想されます。運転免許証を返納した後の

移動手段を確保することが必要です。また、地域住民等による移動支援は移動手段

確保の１つの手段となると考えられます。 

   ・運転免許証を返納したときに特典を受けられるような制度を創設して、運転免許証

を返納しやすい環境を整える必要があります。また、運転を継続する方に対しては、

交通安全に係る相談会や安全運転車（自動ブレーキ搭載車等）の普及イベント等の

実施の検討が必要です。 

   ・路線バスやタクシーなどの公共交通機関を利用しやすい仕組みづくりが必要です。 

   ・バスの運賃無料期間を定期的に設ける、バスの利用の仕方などをＰＲして、利用に

結び付ける取組が必要です。 

 

 （２）買い物支援 

   ・移動手段のない人にとっては、地域から商店がなくなり、買い物をすることが非常

に困難な状況にあるといえます。地区よっては、商店等が独自にバスを運行してい

るケースがあります。また、宅配事業者、移動販売の利用がされています。しかし、

移動販売は、採算が取れない場合、すぐに撤退となる可能性があり、事業を継続し

てもらうための助成などの検討が必要です。 

 

 （３）防災に係る取組 

   ・災害時に援護が必要な要援護者の避難等に活用するため、要援護者リストが作成さ

れていますが、リスト掲載に同意をいただけない方がいます。この方への支援の検

討が必要です。また、災害時にこのリストが活用できるよう、訓練等により活用方

法の周知が必要です。 

   ・避難所では、要援護者への配慮が必要です。そのための備品等の配備をしておく必

要があります。 

   ・高齢者、障害者等への配慮がされた防災マニュアルを作成することにより、すべて

の人を対象としたマニュアルとなると考えられます。 

   ・緊急時に支援しやすくするため、要援護者自身の情報を記載する安心カードがあり

ますが、今後も継続して配布を行い、活用につなげてもらいたいと考えます。 

 認知症施策においては、次に掲げる３つの枠組みを基本として検討し、取組を実施する必

要があります。また、認知症に関する取組については、福祉２１ビーナスプラン策定にあた

って認知症部会から報告された事項についても検討、推進が必要です。 

 （１）生活の中での予防・・・病まないこと 

    予防を考えることは、高齢者が健康的で豊かな、楽しい、生きがいのある生活を送

ることができることにつながります。地域でどんな仕組みや社会資源が開発できるか

を検討が必要です。 
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 （２）早期発見と医療・ケア・・・私らしくあり続けること 

    予防活動を行っても認知症を発症するケースはあります。これらの方々を早期に発

見して、進行を抑制する働きかけ、進行する中でも、その人がその人らしくあり続け

ることができる環境、ケア、地域はどうあるべきなのか、それらを検討する必要があ

ります。 

 

 （３）地域における家族支援・・・地域で支え合うこと 

    認知症の方と生活を共にする家族への支援を行うツール、事業、社会資源をさらに

発展させるための検討が必要です。 

 



第　　　Ⅲ　　　編
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第１章 第６期高齢者保健福祉計画のテーマと基本目標 

  高齢者保健福祉計画に掲げる多様な施策を推進していくためには、市民の理解と協力によ

り、ともに協働できる環境づくりが必要であります。また、地域における福祉支援の担い手

の育成・定着・拡大も必要となります。 

  第５期計画の検証と、高齢者実態調査および第３次福祉２１ビーナスプラン策定時の各部

会からの報告を踏まえ、福祉２１茅野高齢者保健福祉部会および認知症部会で検討し、第６

期計画のテーマとそれを支える３つの柱、５つの基本目標を定めました。 

  （１）だれもがいつまでも、健康で活発な生活を送ることができるための支えあい 

  （２）だれもが地域で孤立することなく互いに支えあえるような地域づくり 

  （３）公的なサービスや資源の有効な活用 

第６期計画の基本目標 

   ① 生活基盤・セーフティーネットの整備による在宅福祉の推進 

   ② 健康増進による介護予防の推進 

   ③ 高齢者の社会参加と福祉的予防の推進 

   ④ 利用者本位の福祉サービスの取組と支援 

   ⑤ 権利擁護の取組と支援 

  第６期計画の進行管理については、福祉２１茅野の高齢者保健福祉部会及び認知症部会に

おいて行うこととします。 

第
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第２章 施策体系のイメージ（体系図） 

 

 茅野市では、第６期計画のテーマを実現していくために定めた３つの柱と５つの基本目標を、

下記の体系図で示した具体的な施策により推進していきます。また、これらの施策は「自助」

「共助」「公助」のバランスを考え、一人ひとりの「願い」をかなえられるようにするため、

茅野市らしい『総合相談支援機能』を定着させていくためのものでもあります。 

 

 

【施策の体系】 

 

                     

                        《 具体的な施策》 

    《５つの基本目標》  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 １ 

生活基盤・セーフ

ティーネットの整

備による在宅福祉

の推進 

 

基本目標 ２ 

健康増進による介

護予防の推進 

 

 

(２) 地域包拢ケアシステムの構築と推進 

(３) 保健補導員会組織、高齢者クラブ等と連携して

の健康づくりの推進 

(４) 継続的な啓発活動の推進 

(５) 介護予防の啓発活動と情報発信の推進 

だ
れ
も
が
い
つ
ま
で
も
、
健
康
で
活
発
な 

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
支
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(２) 健診受診率の向上に向けた取組の推進 

(５) 高齢者の住居・住み替えの対策の検討 

(３) 移動手段の改善・充実に向けた検討と推進 

(６) 見守りネットワークの構築と推進 

(１) 生涯現役活動の検討と推進 

(１) 地域福祉行動計画の推進と福祉マップの作成 

(４) 生活上の支障に対する取組の検討 

(７) 防災に対する取組 

(８) 茅野市社会福祉協議会との連携 

(６) 介護予防事業の検討と継続的な予防活動

の推進 
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基本目標 ４ 

利用者本位の福祉 

サービスの取組と支

援 

 

基本目標 ３ 

高齢者の社会参加

と福祉的予防の推

進 

 

基本目標 ５ 

権利擁護の取組と支援 

(１) 高齢者クラブの組織力向上の推進 

(６) 就業しやすい環境づくりの推進 

公
的
な
サ
ー
ビ
ス
や
資
源
の
有
効
な
活
用 

(３) 社会参加のあり方の総合的な検討と推進 

(５) 活動に関する情報提供の仕組みづくりと推進 

(８) 世代間交流の推進 

(７) 孤立・ひきこもりの防止 

 

(１) 介護保険制度の推進 

(３) 相談・苦情対応への体制整備の推進 

(２) 情報提供・普及啓発活動の推進 

(４) 在宅生活の継続と推進 

(６) 茅野市のケアマネジメントシステムの向上と推進 

(７) ケアマネジャーやサービス事業者との協働による

資質向上 

(１) 認知症高齢者を含めた権利擁護の推進 

(２) 高齢者を含めた虐待の防止に向けた検討と推進 

(３) 成年後見制度活用の推進 

 

 

(２) 福祉推進委員・地区社会福祉協議会等への活動支援

の推進 

(１３) 認知症サポーターの養成と活用の推進 

(１０) 生活支援サービスの充実・強化 

(１２) 認知症の方を地域で支える支援の推進 

(４) 福祉的予防の推進と高齢者福祉ｾﾝﾀｰの活用の検討 

だ
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が
地
域
で
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と
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互
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に
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よ
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(９) 市内へ転入された方や別荘滞在者との交流の推進 

(５) 在宅ケアの推進体制、資源の向上 

(１１) ふれあい保健福祉事業の再編と充実 

(９) 地域ケア会議の推進 

(８) 在宅医療・介護連携の推進 
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第３章 第６期高齢者保健福祉計画の具体的な施策 

 

基本目標 １ 生活基盤・セーフティーネットの整備による在宅福祉の推進 

 

 茅野市では、総合相談支援の身近な窓口として保健福祉サービスセンターを設置しており、

個々の相談に対して「その人らしい生活」を支えられるようケアマネジメントを行い、行政、

茅野市社会福祉協議会、サービス提供事業者によるさまざまな支援やサービスをコーディネー

トし、必要な介護やサービスの迅速な提供につなげています。 

 在宅での生活や介護を支えるには、地域での見守りや声かけ、支えあいのネットワークなど

が、実際の活動として地域に根付くことが重要であり、施策を充実するための検討や社会福祉

協議会、地区コミュニティセンター、保健福祉サービスセンターの積極的な関わりも必要です。 

 地域の中での課題を検討、解決できるようにしていくために、茅野市では交通手段確保や冬

季の雪かきなどの生活に係る課題や、フォーマル（公助）、インフォーマル（自助・共助）サ

ービスの拡充、各地域が抱える問題の解決と地域での支えあい、住宅改修や共同住居の設置や

住み替えなど幅広い課題について検討と取組を進め、総合的な生活基盤・セーフティーネット

の整備と在宅福祉を推進していくため次の施策を行います。 

  

[具体的な施策] 

 

（１）地域福祉行動計画の推進と福祉マップの作成 

 平成２２年（２０１０年）度から各地区で「地域福祉行動計画」が策定され、平成２７年（２

０１５年）度からは第２次計画として推進がされています。この計画は高齢者の福祉だけでな

く、子育てや環境など、幅広い分野にわたる計画であり、地域の力で地域福祉を推進すること

を目標に９地区と、ちの地区の７区それぞれで策定されています。 

 また、区・自治会ごとに災害時の危険性が高い場所を「防災マップ」により情報共有し、地

域住民の避難や、どこに支援が必要な人がいて、どこに手助けできる人がいるか、支援の計画

や情報の共有を目的とした「災害時要援護者支えあいマップ（助け合いおたがいさまっぷ）」

には地域のどこに支援やサービスがあるかといった社会資源についての情報も載せられてい

ます。 

 これらの情報が、日常的に地域で活用されるための取組や、個人情報の保護、情報共有など

についての相談を含め、保健福祉サービスセンターや地区コミュニティセンターが作成や計画

の推進、作成したマップが地域で実際に活かされるための取組を支援します。 

 

（２）地域包括ケアシステムの構築と推進 

 平成２４年（２０１２年）度施行の改正介護保険法で大きく打ち出された「地域包拢ケアシ

ステムの構築」ですが、国が示す内容は介護保険制度上のサービスが中心となっており、実際

に求められている支援とは重ならない部分もあります。茅野市では、第１次福祉２１ビーナス

プラン策定時から継続して、『総合相談支援機能』の推進に取り組んでいます。 

 地域包拢支援センターの機能を持つ保健福祉サービスセンターを中心に、これまでも取組を

してきた相談支援の強化と地域づくりを推進します。 
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 実態調査において、「現在、自分で運転している」とした人は約６３％です。日常生活にお

いて車がかかせないという実情と、「運転をしているとき運動能力の低下や判断の衰えをよく

感じている、たまに感じている」と回答した人は、あわせて約３０％います。 

 高齢者の生活（行動）範囲の拡大と、日常生活を支える視点から、地域の実情や福祉有償運

送制度など関連制度の動向を踏まえ地域におけるサービスの構築など、高齢者の移動手段（足

の確保）を検討し、推進します。また、公共交通機関の利用は困難になってきたが移送サービ

スの対象にはならないなど、サービスの狭間で困っている人たちへの支援についても検討を進

めます。 

 地域の中の支えあいで行われている通院や買い物の際の移送支援の状況や、地域の足として

運行しているバスやデマンドバスの利用実態調査の結果などを踏まえて、バス以外の移動手段

の確保も検討する必要があります。 

 また、運転への不安、認知機能の低下などにより運転免許証を返納する方も増加してくると

考えられます。返納後の移動手段の確保についても検討を進めます。 

 実態調査の「日常生活で支援をしてほしいもの」についてたずねた項目では、４割を超える

方が「雪かき」と３割を超える方が「買い物」と回答がされています（複数回答）。 

 冬季における総合的な支援は、第３期計画から検討すべき項目としてあがっていますが、よ

り良い方策がみつからない状況が続いています。しかし、最近では区・自治会においてボラン

ティア組織による支援は始まってきています。今後は、地域での活動を支援することにより、

地域力の向上につながる支援や施策を検討します。 

 買い物については、移動手段が確保できない方の視点での検討が必要です。宅配や移動販売

の利用が考えられますが、特に移動販売は、採算が取れない場合、撤退の可能性があるため、

事業継続ができるよう助成制度等の検討をします。 

 また、ごみが捨てられずため込んでしまうなどの個別に対応が必要なケースが今後出てくる

ことも懸念されています。このようなケースに対応できる体制、制度の創出を検討します。 

実態調査では、持ち家率は９０％を超え、極めて高くなっています。 

 「持ち家で最後まで」という希望に対しては、住宅改修や移送、雪かきを含めた日常生活の

支援整備が、「住み替えてもよい」と考える人に対しては住み替え先（住居）の整備が必要で
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あり、施設に入るほどではないが自宅の生活は難しくなってきた人には、施設と在宅の中間的

な住まいの検討と整備など、そのとき置かれている状況や状態によって、必要とされる支援や

施策は異なります。 

 それぞれのニーズを踏まえたサービスが提供できるよう検討を進めます。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

ふれあい保健福祉事業 

住宅改良アドバイザー派遣事業（件数） 

目標値 １件 3件 3件 

事業概要 

介護を必要とする高齢者等のいる家庭で住宅の改良を希望する者に、住宅改良アドバイザ

ーを派遣し効果的な住宅改良を行えるよう支援する 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

ふれあい保健福祉事業 

高齢者等住宅整備助成事業（件数） 

目標値 1件 2件 2件 

事業概要 

寝たきりの高齢者等の住宅の整備等を実施する場合の経費を助成し、日常生活の利便性の

向上を図る 

 

（６）見守りネットワークの構築と推進 

 在宅の要介護高齢者やその家族を支えるには、法制度に基づく介護・福祉サービスだけでは

丌十分であり、地域における見守りや支援体制が整っていることが、介護の必要な高齢者や、

その家族が安心して生活を送るためには重要です。また、見守りのための地域ネットワークが

あることで、家族が相談できる窓口があることにより介護を続けていく力になったり、さらに

は訪問販売による被害の防止や災害時の助け合いや支えあい、孤立死を防ぐなど、地域全体の

福祉力向上につながります。 

 保健福祉サービスセンターが民生児童委員や福祉推進委員、区長会や地域住民の活動の充実

と連携を支援します。また、保健福祉サービスセンター、警察、医療機関、介護保険のサービ

ス事業者等との連携を、茅野市全体で進めていきます。 

 

（７）防災に対する取組 

 災害時に一人で避難することが難しい方で、その避難に際し、支援を必要とする方の「避難

行動要支援者」名簿が作成されていますが、災害時にこの名簿が有効活用できる体制づくりが

必要です。また、この名簿を自主防災組織等に提供することに同意が頂けなかった方への支援

について検討をします。 

 高齢者や障害者などにも配慮した個別支援計画の作成について検討をします。 

 

（８）茅野市社会福祉協議会との連携 

 市社協は、保健福祉サービスセンターに配置されているコミュニティソーシャルワーカーを
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中心に、訪問による地域の福祉的課題・ニーズ収集、地区社会福祉協議会や福祉推進委員の活

動支援のほか、福祉教育による人づくり、ボランティア活動の推進と支援など、さまざまな事

業を行っています。また、生活支援体制整備事業の中心的な役割を担う生活支援コーディネー

ターを市社協に委託し、高齢者に対する支援体制の整備を進めます。 
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基本目標 ２ 健康増進による介護予防の推進 

 

 「健康で長生きをしたい」ということは誰もが願うことであり、一人ひとりが心身ともに健

康であることは、社会にとっても大変有益なことです。高齢期には、ささいなことが怪我や病

気の原因になりやすく、要介護状態や認知症の発症につながることや、このことによりこれま

での生活が一変してしまうことも尐なくありません。怪我や病気の予防や、高齢期の健康づく

りの取組は重要です。 

 また、要支援の人が要介護認定を受けるようになる際の主な理由に既往疾患の悪化があり、

介護予防の推進や健康維持、介護度の重度化を防止するためには、かかりつけ医を持ってもら

うなど、保健・健康指導を効果的に行えるよう関係機関が連携することが必要です。医療機関

とケアマネジャーや介護保険サービス提供事業者（以下「サービス事業者」といいます）間の

連携を支援するため、医療と介護の連携を図る必要があります。 

 高齢者が自身の健康管理をするためには、健診の定期的な受診を意識づけ、情報提供、地域

のニーズに合わせた講座や教室の開催など、身近な地域で施策を検討・展開することが必要で

す。 

 健康管理が続けられるには、一人ひとりの継続的な取組や意識に委ねられる部分に対し、健

康づくり活動が続けられるように働きかけや支援を行っていきます。 

 

〔具体的な施策〕 

 

（１）生涯現役活動の検討と推進 

 定年後も就労を継続している人や、自宅で農業に従事している高齢者等、生きがいを持って

活動的に生活されている人が活躍できる場の構築や、地域の活動などについて情報提供がしっ

かり行われ参加につながるよう、また、これらの情報に触れることで、閉じこもりがちな高齢

者が活動などへの参加につながるよう、仕組みや、情報の内容、提供方法について検討します。 

 また、地域を活性化させるための取組の推進、社会参加や地域内のつながり、見守りや支え

合いのネットワーク、コミュニティビジネスの可能性等、活動が生きがいになり、健康の維持

から就業にまでつながる支援や施策を幅広い視点から検討し、事業の展開をめざします。 

 

（２）健診受診率の向上に向けた取組の推進 

 生活習慣病の発症予防と重症化予防のためには、年に１回は特定健診を受診していただく

ことが大切なため、国保加入者の特定健診については、受診率６０%を目標にして取組を進め

ていきます。特に、生活習慣病治療中の人は、健診を受けていない場合が多いため、全身状

態を把握できる特定健診を受診していただくよう、電話勧奨を行います。 

 また、市民の皆さんが楽しみながら、自ら健康づくりに取り組んでいただくことで、特定健

診の受診、がん検診の受診などの受診率の向上が図れるよう、平成２９年（２０１７年）１２

月から「茅野市健康づくりポイント事業」を開始しました。各種健診の受診率が向上すること

で、健康の保持増進を目指せるよう取組を推進します。 
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 保健補導員会では、地区担当保健師や管理栄養士による健康に関する学習会や保健補導員さ

んが公民館単位で企画する料理教室や健康講座を実施しており、市民の皆さんが、健康につい

て学ぶ場となっています。今後も、地域の皆さんの健康づくりの場として、継続していきます。 

 また、高齢者クラブ等の学習会へ保健師や管理栄養士が講師として出向き、生活習慣改善の

きっかけづくりを支援し、連携して健康づくりを推進します。 

 行政が行うイベントや健康づくり講座などの機会をとらえ、自分や家族の健康を見直すこと

ができるよう、健康づくりについて継続して啓発活動を推進します。 

 これまでの介護予防事業は、６５歳以上のうち、何かしらの予防が必要である方を二次予

防事業対象者として選定し、介護予防につなげる取組をしてきました。 

 平成２８年（２０１６年）に介護保険制度の改正により、６５歳以上の方すべてを対象と

することになりました。保健福祉サービスセンター、かかりつけ医と連携して、介護予防の

啓発を行うとともに、広報活動による情報発信の推進を行っていきます。 

 また、認知症予防についても啓発を進めるとともに、認知症に係るケアガイドの作成を検

討します。 
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事業名 年度 2018 2019 2020 

認知症ケアガイド作成事業 目標 内容検討 配布・周知 周知 

事業概要 

認知症の方へのケアのためのガイドブックを作成 

 

（６）介護予防事業の検討と継続的な予防活動の推進 

 介護予防事業は介護が必要となる期間をできるだけ遅く・短くするとともに、介護が必要と

なる原因となる、下肢筋力や口腔機能・栄養状態の低下を予防・防止することを目的として、

事業を実施しています。また、認知症予防事業も実施し、介護予防施策の充実を図っています。 

 現在は、この事業で実施する講座の終了とともに参加の機会もなくなってしまい、継続的な

参加の希望に対応できていません。このため、高齢者・保険課や関係する機関等が関わり、地

域で自主的な活動が実施され、介護予防事業、認知症予防事業の講座等を修了した人の受け皿

になるよう、支援を検討します。 

 また、市で実施している生活習慣や食育、健康の維持増進に関する講座の開催、講師等の派

遣などの情報を提供し、教室等の開催を推進します。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

地区運動教室（脚腰おたっしゃ教室）事業 

（実施地区数） 

目標値 46地区 48地区 50地区 

事業概要 

各地区において介護予防や認知症予防を目的として、運動機能、口腔機能、栄養状態等の

改善を図るための教室を実施 
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 茅野市では、生きがいや社会的役割を持つこと、社会参加の機会が多くあることで、楽しく

元気な生活が営まれ、高齢化や障害の重度化にともなう孤立や引きこもりが防がれることが、

介護予防以前に大切な「福祉的予防」であると考え、施策を進めてきました。 

 長年、社会で培ってきた豊富な経験や知識、技能が地域社会に還元され、次世代に受け継ぐ

ための世代間交流や、生きがいを持って活動できる社会参加の仕組みづくりを進めるとともに、

高齢者の高い意欲が発揮できるよう、就業を含む社会参加のための環境整備、買い物や外出、

地域内・外との交流など、個々のニーズが満たされるための支援の充実が求められています。 

 また、市内に転入されてきた方や別荘滞在者とつながる仕組みづくりも必要です。 

 社会参加の状況は本人の健康状態や、介護や支援の必要性などによって異なりますが、それ

ぞれの状態に応じた社会参加やつながりを促すためには、高齢者の社会参加や福祉的予防への

取組に向け、施策を充実させる必要があります。しかし、市民の高齢者に対する理解やイメー

ジに偏りや誤りがあれば世代を超えての社会的交流は進みません。高齢期・高齢者の理解を促

し、積極的に現在の高齢者像を広めるとともに、元気に過ごされている高齢者が現状を維持し

ながら、生きがいを持って生活できる地域づくりを推進します。 

 高齢者クラブは、さまざまな生きがい活動のメニューの実施や、社会参加を促す福祉的予防

の場の一つですが、組織率の低下や、役員のなり手、事務の煩雑さや事業内容の硬直化といっ

た課題があり、地区によっては休止・廃止している高齢者クラブもあります。 

 高齢者クラブの活動の支援と、活動が活性化されるようにするため、活動に対して補助金を

交付します。 

 各区の福祉推進委員は「区・自治会における地域福祉の窓口」で、地域福祉を担う民生児

童委員やボランティアなどのつなぎ役、身近な地域での福祉活動の推進役として活動が期待

されています。また、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」といいます）は、地区（４層）

で地域福祉活動を推進している団体で構成される住民組織です。 

 地区社協がその地区にあった方法で福祉推進委員を支援することで、区・自治会での地域

福祉活動を進めています。保健福祉サービスセンターや地区コミュニティセンターを中心に
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協働し、地域づくりを支援していきます。また、福祉推進委員や地区社協への支援の中心が

市社協であることから、市社協の活動に対しても支援していきます。 

 

（３）社会参加のあり方の総合的な検討と推進 

 現在、茅野市では仲間づくりや楽しみにつながる機会づくりとして、高齢者作品展を開催し

ています。さらに多く参加してもらえるよう会場や運営方法を検討するとともに、多岐に渡る

社会参加を支援できるよう事業内容を検討し、推進します。 

 また、高齢者の社会参加の促進という観点から、社会参加の場でもある高齢者大学、公民館

分館活動や高齢者クラブ活動、ボランティア活動や地域活動などについて関係機関と連携を図

り、既存の取組の見直しを行っていきます。 

  

事業名 年度 2018 2019 2020 

高齢者生きがい対策事業（高齢者作品展） 目標 開催継続   

事業概要 

絵画・書・工芸等の作品を発表する機会を提供することで、生きがいを見出す機会を提供

する 

 

（４）福祉的予防の推進と高齢者福祉センターの活用の検討 

 茅野市老人福祉センター塩壺の湯は、平成２６年（２０１４年）２月に建て替えが完了し、

多くの方に利用していただいています。年間利用者は、平成２６年（２０１４年）度５１,０

９３人、平成２７年（２０１５年）度５４,６２１人、平成２８年（２０１６年）度が５７,４

９４人となっており、年を追うごとに利用者が増加してきています。高齢者同士の憩いの場、

また、介護予防通所事業の拠点として、存在意義を発揮してきました。 

 平成２９年（２０１７年）１１月からは、介護予防の推進の拠点として、いきいき健幸ルー

ムを開設し、介護予防に資する講座等を開催、介護予防に係る情報提供など、社会参加や介護

予防を推進しています。今後も健康づくり、介護予防事業の実施場所として、また、福祉的予

防の総合的な拠点としていきます。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

高齢者福祉センター塩壺の湯運営事業 

（利用者数） 

目標値 61,500人 63,400人 65,300人 

事業概要 

高齢者福祉センターでの温泉施設の運営、介護予防事業の展開、いきいき健幸ルームでの

各種講座の実施 

 

（５）活動に関する情報提供の仕組みづくりと推進 

 茅野市内にはさまざまな主体により、高齢者が参加できる活動や行事が多数行われています。

市で行っている介護予防事業と併せて、地域が主体となった高齢者の活動メニューや活動の場

への参加を支援するため、情報提供を行っていきます。 
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 生活と仕事をうまく両立させる「ワーク・ライフ・バランス」の考え方を踏まえて、仕事や

長年の経験を生かせ、金額は多くなくても収入が得られる、高齢者の活動・就業の場や機会を

作り出す必要性から、より多くの会員の確保や事業拡大に向けてシルバー人材センターの運営

に対して助成を行います。 

 また、高齢者が長年培ってきた経験や知織、技術・技能を、次世代に継承できるようにする

ための環境づくりや、高齢者自らが地域の課題に対して仕事という形で取り組むコミュニティ

ビジネスについても検討していきます。 

 高齢期になると、地域の行事などに出ていくための意欲が低下するとともに、参加の機会や

参加するための手段に制限が生じてきます。 

 ひきこもりがちな生活が続くことにより孤立していくことがないよう、地域における同世代

間の交流の促進や見守りの体制の仕組みづくりが必要です。 

 前期高齢者の元気な人たちによって地域の活動を盛り上げることにより、ひきこもりがちな

人が参加しやすい場を整え、活発な交流ができるよう、この活動の推進するための仕組みづく

りを検討し、実施に向けた取組を進めます。 

 同世代の交流は、高齢者クラブ等を通じて行われていますが、個人で世代を超えた交流に

参加する機会はなかなかありません。 

 世代間の交流は、生活の知恵や経験を伝える機会であり、お互いの世代によい効果を与え

ます。高齢者が長年培った豊富な経験、知識、技能が地域社会に還元され次世代に受け継い

でいかれるよう、世代間交流の機会を増やすなど、身近な地域で積極的に活動が行われるよ

う、支援の取組を推進していきます。 

 市内へ転入された方や別荘滞在者の中には、高齢者の方もたくさんいらっしゃいます。これ

らの方は地域との関わりが少ない、または関わりがほとんどない場合が多く、だれが住んでい

るのか、支援を必要としている方がいるのかなど把握が難しい状況です。これらの方々とつな

がるような仕組みづくりを検討します。 
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基本目標 ４ 利用者本位の福祉サービスの取組と支援 

 

 誰もが、できる限り元気で過ごせる人生を願っていますが、たとえ介護が必要になっても、

その人の望む「自分らしい生活」を送ることができる社会であることが望まれます。 

 高齢化に伴い増えていく支援や介護が必要な方々に、必要な制度やサービスの内容を知って

いただき、自主的に選択ができることや、その要望に対してどのような支援を行っていくかは

大きな課題です。介護保険や行政の福祉サービスについての基本的な情報を、隅々まで正しく

伝えるとともに、健康維持や介護予防から、介護が必要になってからも自宅や地域での生活を

継続できるようにしていくための支援まで、利用者本位の介護・福祉サービスの利用から地域

での生活支援に、総合的に取り組むことが重要です。 

 国が考える「地域包拢ケアシステム」を進めていくには、住宅の整備や住み替えなどの施策

の検討や、認知症についての理解を地域に広めること、また、介護保険制度だけでなく高齢者

福祉施策全般を用いて自宅で暮らしていくための相談支援や、施設入所の必要性を当事者とと

もに考えていく窓口である保健福祉サービスセンターや、居宅介護支援事業所のケアマネジャ

ーのマネジメント力の向上を考えていく必要があります。 

 しかし、居宅介護支援事業所のケアマネジャーやサービス提供を行う事業者の丌足が懸念さ

れています。これらの方々の確保について検討が必要です。 

 また、平成２７年（２０１５年）の介護保険制度の改正において、地域包拢ケアシステム構

築のため、在宅医療・介護連携の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実・強化

に取り組むこととされました。これらの取組は地域の実情を踏まえ推進していくことが求めら

れています。茅野市においても、取組を進めていく必要があります。 

 さらに、高齢化が進んでいる中、茅野市でも認知症高齢者や高齢者のみ世帯の増加とともに、

認知症高齢者が認知症高齢者を介護する「認認（にんにん）介護」なども増えてきました。認

知症の人には、日常の身体介護等のサービスから権利擁護まで、生活全般にわたる幅広い支援

が必要です。在宅で介護を行っていくためには、夜間や緊急時に利用できるような利便性の高

い宿泊サービスなどの要望が増えてくると考えられます。認知症に対応するサービスの１つで

あるグループホームの整備が進んできていますが、適切な認知症対応や専門的なケアを提供す

る事業者を増やすことや、地域密着型サービスの整備なども必要です。 

 今後、高齢者人口の増加に伴い介護を必要とする人も増えてきます。在宅介護を推進するた

めには、既存サービスの質の向上が必要です。特に、緊急時の入所利用については施設の整備

や対応システムの整備・実施に向けて、諏訪広域連および構成市町村と連携し具体的な検討を

進めていきます。また、介護保険制度では補えないニーズには、住民参加型の活動や民間の事

業者の取組などのインフォーマル（自助・共助）とフォーマル（公助）の取組や支援を組み合

わせ、高齢者の保健福祉を展開していきます。 

 

〔 具体的な施策 〕 

 

 これまでの介護予防の推進と併せ、地域での生活を中心とする｢地域包拢ケアシステム｣を確

立し、住み慣れた地域での生活継続を支援します。 

 茅野市が第１次福祉２１ビーナスプランから進めてきた、『総合相談支援機能』を充実させ
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て、住宅に関する支援を含む総合的な支援と利用者本位の事業展開を進めるため、行政の福祉

サービスや介護保険制度によるサービスの提供を着実に図るとともに、保健福祉サービスセン

ターだけでなく民間のケアマネジャーやサービス事業者など、高齢者福祉に関わる機関の相談

支援やサービスの資の向上を図ることも必要です。介護保険や行政の福祉施策、介護技術向上

や認知症の理解など、適切な情報の提供により有効なサービスの利用につながるよう、サービ

ス基盤整備を含め取組を進めます。 

 
 介護保険制度は、平成１５年（２００３年）度から諏訪広域連合が運営しています。今後も

茅野市では、広域化したことによるメリットが実感できる運営を推進していくため、諏訪広域

連合とこれを構成する他市町村と連携していきます。 

 そのためには高齢者の尊厳を保ち、可能な限りの自己実現を目標として、残された機能の維

持と自立を支援する質の高いサービスの提供が必要です。茅野市では、人生の中で介護を受け

る期間をできるだけ短くするための予防施策に力を注ぎ、介護予防事業に高齢者が積極的に参

加できるような取組をしていきます。また、３年ごとに策定される介護保険事業計画を基盤に、

広域や茅野市の事業実施における課題を抽出し、介護保険制度を効果的に推進します。 

 「介護サービス」に関して相談する窓口がどこにあるのか、どのようなサービスがあるのか、

「施設」に対する市民の認識として入居の際に必要な費用、手続きがどのようになっているか

など、情報の提供されていないとのご意見もいただいています。広報やインターネットはもと

より、パンフレットの作成、職員からの十分な説明など、積極的な情報提供ができるよう方法

を見直していきます。 

 住み慣れた地域で暮らし続けるための「地域包括ケアシステム」の構築と、それを推進する

ための新たなサービスの構築など、介護サービスの内容も変化し多様化が進んでいます。介護

保険制度をはじめとする高齢者の保健・福祉の制度やサービスについて、わかりやすい情報提

供や啓発を推進します。 

 茅野市では、平成１２年（２０００年）度から「保健福祉サービスセンター」を保健福祉の

拠点として、高齢者、障害児・者、子育てなどに関する保健・福祉の総合相談や権利擁護の推

進、包括的・継続的ケアマネジメント支援を担い、地域へ出向いてのニーズ把握や地域づくり

を行っています。 

 介護保険サービスの利用が増えるとともに、利用上の相談やトラブルなども増えています。 
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利用者の権利と生活を守る上で、これらを早期に発見し解決につなげ、適切で有効なサービス 

利用をしていただくための対応は極めて重要です。 

 第６期計画においても、保健福祉サービスセンターが行ってきた「総合相談支援機能」を推

進していきます。 

 

（４）在宅生活の継続と推進 

 茅野市は市民の持ち家率が高く、実態調査において日常生活を送るためにしてほしい支援の

希望については、雪かき、緊急時の手助け、外出の際の移動手段が出されています。これらの

支援に取り組んでいくことが必要です。 

 年齢を重ね心身の機能が低下し、在宅生活の維持が困難になっても、住み慣れた家や地域を

離れずに生活を続けられるよう支援するために、介護保険サービスの活用や行政による支援の

あり方を検討し、より市民のニーズに沿った在宅生活の推進をめざします。 

 

 ①地域で高齢者を支えあう仕組みづくりの取組 

   施設入所に頼らず、できるだけ住み慣れた自宅で生活できるよう、在宅福祉サービスの

充実を図ります。また、利用者の状態などに応じて在宅サービスと施設サービスを交互に

利用できる施策や、在宅と施設の中間的な住まいの設置についても検討し、「地域の中で

暮らし続ける」ことを支える仕組みづくりを進めます。また、市内には、サービス付き高

齢者向け住宅や有料老人ホームがあります。これらの施設の利用についても検討していき

ます。 

 

 ②介護サービス基盤の整備 

   茅野市において、介護保険サービスを提供する資源は充足してきています。しかし、４

つのエリアごとに見ると、その配置はアンバランスな状態です。大きな要因としては事業

者の都合による設置と、市全体の構想が明確になっていない点があげられます。 

   サービス基盤の整備では各種のサービスが、すべての日常生活圏域にあることが望まし

く、利用の意向や効率性等から適切な配置を行う必要があります。また、自宅や地域での

生活が継続されるには、身近な所に緊急時の利用ができる宿泊型のサービスも必要です。

しかし、日常生活圏域ごとにバランス良くサービス提供の資源を配置することは難しい状

況にあります。サービス利用を希望する人に対して、サービスが受けられないことがない

よう、サービス事業者への働きかけ等の取組を検討し、推進していきます。また、新規参

入を検討しているサービス事業者に働きかけていきます。 

 

（５）在宅ケアの推進体制、資源の向上 

 ①緊急時の対応の具体化 

   在宅介護を推進する上で、介護者の急病や事敀等の緊急な事情から、介護ができないと

きの介護確保のための施策が必要です。現在、諏訪広域連合で必要数を把握し、対応の検

討を始めていますが、茅野市においても、介護保険施設や短期入所施設、通所サービス事

業者等とケアマネジャーが連携して即時対応できるような体制構築を検討し、高齢者とそ

の家族が安心して在宅で介護を続けられるようにしていきます。 
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   介護現場における人材不足は深刻化しつつあります。地域には社会資源として介護職員

初任者研修を修了した人や、認知症サポーター養成講座を受講した人、医療や福祉関係の

専門資格を持つ人がいます。人材確保のためにも、これらの人たちに活躍していただくこ

とができるよう、活用に向けた取組を進めていきます。 

   また、提供されるサービスの質は、サービスを利用者する上で重要な条件になります。

サービスの質を向上させるためには人材の育成が大きな要素であり、茅野市でも介護サー

ビス提供事業者（実務者）・介護支援専門員連絡会議等を中心に、積極的に研修の機会を

設け人材育成や情報交換により質の向上を図ります。 

    介護福祉士・看護師・保健師など国家資格を持つ人や介護職員初任者研修の修了者の

うち介護・福祉職への就労を希望する人の情報を、個人情報の保護に留意しつつ提供で

きるシステムを確立し、社会資源として広く活用できる（活用される）よう、諏訪広域

連合とも協議、検討していきます。 

    茅野市において高齢者の保健・福祉に関わる職員や、市内のケアマネジャー、サービ

ス事業者を対象に、高齢者についての知識や介護技術、援助方法や支援の進め方につい

て、継続して研修を実施するほか、外部研修の情報提供を行い、サービスの質の向上を

図ります。 

 認知症に関する相談は家族や関係機関などを通じて、身近な相談窓口である保健福祉サー

ビスセンターに多く寄せられています。相談を受けた保健福祉サービスセンターでは、訪問

等により状況を把握して専門の医療機関や介護サービスヘつなげる等、ケアマネジメントに

基づき支援を行っています。 

 認知症は一人ひとりの症状やニーズが多様であるため、本人や家族への支援を行う職員の

認知症に対する理解と、援助技術を高めていくことが重要です。また、より適切なケアにつ

なげるため、保健福祉サービスセンターとかかりつけ医、医療機関の連携を強化していく取

組を推進します。 
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 ①認知症医療の向上の推進 

   医療面においては、諏訪中央病院に常勤の精神科医（認知症専門医）の設置を求める市

民の要望は年々高くなっています。 

   認知症の初期対応を迅速にするため、認知症初期集中支援チーム※を各保健福祉サー

ビスセンターに設置するとともに、身近で専門的な治療が可能となるよう、諏訪中央病

院への常勤の精神科医(認知症専門医)の配置を働きかけていきます。 

   また、身近な所で相談等に応じてくれる「認知症相談医」の情報を、市民やケアマネ

ジャー、介護保険サービス事業者等に周知するとともに、保健福祉サービスセンターか

ら関係機関をつなぎ、早期受診・早期治療が進むよう取り組みます。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

認知症初期集中支援チームの運営、支援 目標 4SC に お

いて実施 

  

事業概要 

認知症初期集中支援チームの活動がスムーズに運営できるよう、支援を行う 

 

 ②認知症に対するサービスの充実の検討 

   認知症者およびその家族に対する福祉サービスの充実を検討します。また、茅野

市に事業所を設置したいとの相談があった場合に、市内において資源が丌足してい

る地域への設置を検討していただくよう事業者に要望していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 認知症初期集中支援チーム …認知症の専門医と複数の専門職により構成され、認知症が疑われ

る人、認知症の人とその家族を訪問し、専門医による鑑別診断等

を踏まえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支

援を包拢的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うためのチ

ームです。チーム員となれる専門職は、保健師、看護師、介護福

祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等と規定されています。 
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   介護が必要な方の生活の質を維持するためには、日常生活圏域の中でバランスのとれた

基盤整備が行われるとともに、サービスを提供する側には利用者の尊厳を尊重し、その人

の状態に応じた良質なサービスを提供することが求められます。 

   質を確保するために、介護サービス提供事業者（実務者）・介護支援専門員連絡会議の

開催や、サービスの質の向上を図る研修等による情報の共有、課題の検討をしていくとと

もに、介護相談員の派遣など、第三者が介在してサービス事業者と利用者間の問題を解決

に向けていく仕組みを進め、介護サービスの向上につなげていきます。 

 平成１８年（２００６年）度施行の改正介護保険法により、ケアマネジャーの一定水準の質

の確保が、保健福祉サービスセンターが進める「包括的・継続的ケアマネジメント支援」の一

環となりました。 

 現在は「茅野市サービス提供事業者（実務者）・介護支援専門員連絡会議」を、資質向上の

支援という側面を強化して開催することで対応しています。 

 ケアマネジャーは在宅介護の中で重要な役割を担っており、その力量により高齢者の在宅生

活が影響されることもあることから、資質の向上を図ることは大変重要です。 

 第５期計画の期間中においても、情報提供や意見交換の場として「連絡会議」や「研修会」

などの場を定期的に提供してきました。 

 今後も、このような連絡会議や研修を継続して開催していくことにより、市職員とケアマネ

ジャーやサービス事業者が協働しての資質向上を図ります。 

 また、市内でケアマネジャーの不足が深刻化しています。ケアマネジメントの中核を担うケ

アマネジャー確保に向けた取組を進めます。 

 高齢者が疾病を抱えても、自宅などの住み慣れた生活の場で安心して生活をつづけるために
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は、地域での医療と介護の連携が必要となります。この連携ができることにより、高齢者に対

するケアもより良いものとなっていきます。医療・介護の関係者の情報共有を図ることができ

る仕組みや研修会の実施、在宅医療、介護連携に関する相談窓口の設置・運営を進め、医療と

介護の連携ための取組を進めます。 

 

（９）地域ケア会議の推進 

 高齢者に係る課題は多岐にわたっています。個別の課題の解決のための検討を行い、生活し

やすい環境を整えていく必要があります。これらの検討に当たっては、これまでも保健福祉サ

ービスセンターにおいて実施していた個別のケア会議に専門職や地域住民など関係者に参加

いただき、高齢者個人の課題解決の検討を通して、地域の課題解決につなげる場として、地域

ケア会議を設置し、運営します。 

 

（１０）生活支援サービスの充実・強化 

 高齢者の増加に伴い、今後、医療や介護サービス以外に必要な日常的な生活支援（配食や見

守りなど）を必要とする方も増加してくることが予想されています。この生活支援としてどの

ようなサービスが必要であるのか、そのサービス提供はどこが担うか、どのような方法であれ

ば実現できるのかなど検討するための協議体を１０地区に設置し、サービス構築に向けた生活

支援体制整備の取組を進めます。 

 この取組を進めるに当たっては、「生活支援コーディネーター」を置き、地域ごとに取り組

んで進めていきます。 

 

（１１）ふれあい保健福祉事業の再編と充実 

 ①ふれあい保健福祉事業のあり方 

   平成１２年（２０００年）度から、高齢者・介護施策は「措置」から「介護保険制度」

へ移行し、茅野市では措置の時期のサービス量との差を生じさせないことや、在宅生活の

推進、さらには介護保険サービスの負担限度額を超える利用に対応するため、独自の事業

として「ふれあい保健福祉事業」を創設し、各種のサービスや事業を展開して利用者の支

援をしてきました。 

   介護予防・地域支え合い事業の再編等を含めた、これまでの介護保険法等の改正により、

支援を必要とする人が置かれている状況も変わってきています。変化に即応できるように、

制度や市独自のサービスのあり方の検討と事業内容の見直しを行ってきました。 

   しかし、今後も介護サービスの利用者のニーズ変化や介護保険制度の改正に伴い、在宅

生活を支える「ふれあい保健福祉事業」のあり方や事業の種類、その利用方法など、全体

の見直しは必要です。また、利用者と事業をつなげる立場のケアマネジャーの間で、把握

している情報が均一でないという問題や、サービスの利用決定までに時間がかかるといっ

た相談があるため、ふれあい保健福祉事業の制度の内容や基本的な仕組みを周知していく

ことで、事業の充実を図ります。 
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   ふれあい保健福祉事業には市の単独事業と、介護保険法に基づく地域支援事業がありま

す。これまでも介護保険法の改正に伴い、介護保険制度とふれあい保健福祉事業の間で内

容などがそぐわなくなった部分については、修正を行っています。 

   具体的には、高齢者が必要とするサービスが確保されることと、在宅生活の一層の推進

を目的に平成２１年（２００９年）度から地域支援事業の内容を「ふれあい保健福祉事業」

に一体化しました。事業の主眼である在宅生活を推進するために、介護予防の推進と在宅

の継続に不足するサービスを補う制度として介護保険制度との整合性を図りながら、今後

も利用者のニーズが充足されるよう、取り組んでいきます。 

   体力や気力の低下が気になってきた高齢者が、介護を要する状態になることを防ぐ目的

の介護予防事業だけでなく、社会的なつながりを含めた生活全般の状態を維持していくた

めの「福祉的予防」に向けて、保健、医療、福祉の連携システムを充実させ、保健福祉サ

ービスセンターを中心に、円滑な支援を行っていきます。 

 
 

   最近では、認知症発症のリスクを減らすために有効な予防方法や、早期発見につなげ

る予防的な判定など様々な取組が進んでおり、早期受診・早期診断・早期治療が重要で

あることが一般的にも知られてはきましたが、一方で、地域や家族の中において認知症

に対する認識は十分とはいえない状況もあります。 

   今後も増加が見込まれる高齢者の認知症だけでなく、若年性の認知症についても正し

い知識と理解を広めるとともに、介護する家族がお互いに支えあう取組や、早期発見・

治療と進行の予防、若年性認知症の人の就業や社会参加・社会復帰に向けた支援・施策

を検討し、認知症の人やその家族を支えるための総合的な支援を進めます。 

   また、認知症の方を支える仕組みづくりを地域の方とともに推進していきます。 

 

   認知症は、早期発見、早期治療を行うことにより、その発症を抑えたり、進行を遅ら

せることができるといわれています。そのためにも、認知症の早期発見のための事業を

検討します。また、発見された場合の対応ができるよう、認知症初期集中支援チームを

設置し、その活動を支援します。 
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   認知症の人に対する支援とその家族への支援については、これまでも取り組んできま

した。これらの方への支援は地域の住民の方の理解、協力も必要となります。 

   今後も事業を継続実施していくとともに、地域を含めた支援体制の仕組みづくりを検

討します。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

ふれあい保健福祉事業 

徘徊高齢者家族支援サービス事業 

目標 事業内容

の見直し 

見直し後

事業実施 

 

事業概要 

高齢者等の在宅サービスの推進を図るため、介護保険等の制度内では提供困難なサービス

を実施 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

認知症の高齢者を抱える家族の会への 

支援（開催回数） 

目標値 12回 14回 16回 

事業概要 

認知症の高齢者を抱える家族の会の活動への支援活動 

 

（１３）認知症サポーターの養成と活用の推進 

 認知症の人を地域で支えていく取組の一つとして、認知症サポーターの養成が全国で行わ

れています。茅野市でも平成２９年（２０１７年）１０月末現在、２,６７３人が「認知症サ

ポーター」の養成講座を修了しており、さらにこの養成講座の講師役にあたる「認知症キャ

ラバン・メイト」の資栺を持つ人も１０６人登録しています。 

 地域福祉行動計画の推進等により、地域で地域の福祉を支える上では、認知症サポーター

が認知症だけでなく、介護予防全般についても学べるスキルアップするための事業の検討や、

積極的に関われる支援や活動などの情報提供を行い、高齢者支援において、地域の大きな力

になり支えていただけるよう取組を展開していきます。 

 また、小学生のように低年齢者への理解を進める取組も重要です。 

 今後も認知症キャラバン・メイトと連携し、認知症の理解を進めるため認知症サポーター

の養成講座を学校や企業、地域などで開催し、推進していきます。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

認知症サポーター養成事業 目標値 

（講座開催数） 

5回 8回 10回 

事業概要 

認知症者の理解を地域に広めるため、研修により「認知症サポーター」を養成し、地域で

の普及や啓発に努める 
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 茅野市でも、認知症や虐待についての相談が増えています。高齢者を狙った詐欺などへの心

配、家庭内・施設内でのネグレクト（放置）や言葉による暴力などの虐待、差別的な扱いなど

高齢者を取り巻く問題は存在します。また、認知症に伴う介護者・家族の負担の増大から、虐

待などに結びつきやすいこと、「認知症」のことを近隣に話せず家族が抱え込んでしまう傾向

などもあります。このようなことから、認知症についての正しい知識を広める施策や権利擁護

の周知が必要です。 

 また、判断能力が低下してきた高齢者の権利を守るためには、悪質な訪問販売等による被害

や、高齢者虐待などの問題に迅速に対応する支援体制を充実させるとともに、成年後見制度や

日常生活自立支援事業等を周知し活用していかれるよう、相談・支援の体制を整えます。 

 「成年後見制度」や、市社協が行っている「日常生活自立支援事業」など、権利を擁護する

制度の利用を進めるため、平成２９年（２０１７年）４月に設置された「茅野市・富士見町・

原村成年後見支援センター」や関係機関との連携を図り相談支援の推進に取り組みます。また、

費用負担ができないことから制度が利用できないことがないよう、制度を利用してから発生す

る費用についても支援を行います。 

 高齢者自身をはじめ、住民が認知症高齢者や高齢者虐待について、正しい知識や認識をもつ

ことが、認知症の人を支える前提であり、それを広めるための取組が必要です。 

 認知症の高齢者やその家族が同じ立場の方と語り合うことで、理解や介護知識を深められる

家族会が設置されています。この活動は、介護者の孤立や介護疲れ、あるいは虐待を防ぎ、高

齢者の権利を守ることに繋がっているものです。今後もこの活動への支援を継続します。 

 また、認知症になっても、周囲に支えられながら生き生きと生活している人の事例などの情

報発信や、認知症サポーターの養成を通じて認知症への理解を深め、認知症の人や家族の方が

安心して暮らせる地域づくりを目指します。

 

 平成１８年（２００６年）度に施行された「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律（以下「高齢者虐待防止法」といいます）」に基づき、虐待の発見

や対応を迅速に行うため、『高齢者虐待対応マニュアル』を作成し対応をしています。 

 高齢者の権利擁護についての広報・啓発を推進するとともに、高齢者だけでなく児童、障害

児・者を含むすべての虐待を防止・早期発見できるよう、関係機関と連携をしていきます。 

 また、在宅や施設において、介護サービスの提供過程における高齢者虐待を防止するため、

サービスに対する苦情解決の仕組みを一層充実させていきます。 

 住み慣れた地域のなかで、高齢者に限らず若年性認知症の人や児童、障害児・者の権利が守

られ、その人らしい生活を送ることができるようにするために、高齢者虐待防止法だけにとら
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われず、児童虐待防止法※1、障害者虐待防止法※2の運用とも連携しながら、権利養護の取組を

進めます。 

 

（３）成年後見制度活用の推進 

 判断力が低下してきた人の生活や、資産等を守る成年後見制度についての相談から申立を

含めた利用について総合的な支援を、高齢者・保険課と保健福祉サービスセンターが行いま

す。また、後見人報酬の負担が困難な人に、その貹用の一部を助成します。 

 平成２９年（２０１７年）４月に設置された「茅野市・富士見町・原村成年後見支援セン

ター」と連携をしながら、成年後見制度の普及、啓発や相談、制度の利用促進を図ります。 

 

事業名 年度 2018 2019 2020 

成年後見支援事業 目標 制度の周

知・啓発 

実施  

事業概要 

成年後見制度利用についての相談体制を確立し、申立を支援する。また報酬の負担が困難

な場合の助成を行う 

※ 成年後見の申立は、家庭裁判所に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 児童虐待防止法 … 正式には「児童虐待の防止等に関する法律」といい、平成12年（2000年）

に制定されています。 

 

※2 障害者虐待防止法 … 正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法 

律」といい、平成23年（2011年）6月に成立し、平成24年（2012年）10 

月から施行されています。 
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 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるため、介護サービスと保険料の関係が

わかりやすい社会保険の仕組みによる制度として、平成１２年（２０００年）４月にスター

トしました。 

 茅野市においては、平成１２年（２０００年）度から平成１４年（２００２年）度を対象

年度とした「第１期介護保険事業計画」を福祉２１ビーナスプランの一環として作成しまし

た。平成１５年（２００３年）度からは、介護保険者機能を「諏訪広域連合」に一本化し、

諏訪圏域６市町村で同じ保険料、同じサービス水準を目指し、茅野市も構成市町村の一員と

して介護保険制度の基盤安定を図ってきました。 

第１章 第６期介護保険事業計画期間における人口及び要介護認定者等の状況 

 第６期介護保険事業計画期間中の人口等については、次のとおりです。 

（単位：人） 

区分 平成２７年度 

（２０１５年） 

平成２８年度 

（２０１６年） 

平成２９年度 

（２０１７年） 

人口 
茅野市 ５５,９０７ ５６,０３３ ５６，０６７ 

諏訪広域 １９７,２７１ １９６,３０２ １９９,９８３ 

第１号被保険者 
茅野市 １５,８８５ １６,１９５ １６,２４９ 

諏訪広域 ６１,６８２ ６２,３７３ ６２,８３８ 

要介護・要支援

認定者 

茅野市 ２,５７９ ２,６４０ ２,６７５ 

諏訪広域 １０,５０６ １０,２７３ １０,７９３ 

※27年（2015年）度、28年（2016年）度は各年度末現在、29年（2017年）度は10月1日現在 

（単位：人） 

区分 平成２７年度 

（２０１５年） 

平成２８年度 

（２０１６年） 

平成２９年度 

（２０１７年） 

居宅サービス 

利用者 

茅野市 １,６３９ １,６８５ １,７０３ 

諏訪広域 ６,５２６ ６,７５９ ６,８８８ 

施設サービス 

利用者 

茅野市 ４５３ ４５５ ４８０ 

諏訪広域 １,７７７ １,７３４ １,７６３ 

地域密着サービ

ス利用者 

茅野市 １９３ ３７０ ３８４ 

諏訪広域 ８８９ １,６３９ １,８２２ 

※27年（2015年）度、28年（2016年）度は各年度末現在、29年（2017年）度は10月1日現在 
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第２章 第７期介護保険事業計画期間における人口及び要介護認定者等の 

将来推計 

 

１ 人口・被保険者・要介護認定者の推計 

 第７期介護保険事業計画期間中の人口推計については、次のとおりです。 

（単位：人） 

区分 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

人口 
茅野市 ５５,９９３ ５５,８９０ ５５,７６０ 

諏訪広域 １２０,０３３ １１８,８９２ １１７,７１４ 

第１号被保険者 
茅野市 １６,５８２ １６,６７３ １６,７５６ 

諏訪広域 ３８,９５６ ３８,９０６ ３８,８１６ 

要介護・要支援

認定者 

茅野市 ２,７２３ ２,７４７ ２,７９５ 

諏訪広域 １１,２２５ １１,４３４ １１,６６２ 

 

２ 居宅サービス及び施設サービスの利用推計 

（単位：人） 

区分 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

居宅サービス 

利用者 

茅野市 １,７３５ １,７６７ １,７９９ 

諏訪広域 ６,８３１ ６,９７６ ７,１３２ 

施設サービス 

利用者 

茅野市 ４９４ ５０８ ５２２ 

諏訪広域 １,７４８ １,７７３ １,７７３ 

地域密着サービ

ス利用者 

茅野市 ３９８ ４１２ ４２６ 

諏訪広域 １,８９５ １,９８５ ２,０７１ 
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第３章 第７期介護保険事業計画期間における介護保険対象サービスの目標量 

① 訪問介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 茅野市 介護給付 ３,７９４ ３,８５６ ４,１３６ 

諏訪広域 介護給付 １６,６３２ １６,９０８ １８,１３４ 

 

② 訪問入浴 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ回数 

 茅野市 介護給付 ４１２ ４２６ ４４７ 

予防給付 １０ １０ １０ 

諏訪広域 介護給付 １,６８０ １,７４０ １,８２４ 

予防給付 １２ １２ １２ 

 

③ 訪問看護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ回数 

 茅野市 介護給付 ２,５９８ ２,６５２ ２,７３８ 

予防給付 ２０９ ２１１ ２１７ 

諏訪広域 介護給付 ９,７３２ ９,９３６ １０,２６０ 

予防給付 ９２４ ９３６ ９６０ 

 

④ 訪問リハビリテーション 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ日数 

 茅野市 介護給付 １,２５７ １,２８６ １,３２７ 

予防給付 １２２ １２６ １２６ 

諏訪広域 介護給付 ２,５８０ ２,６４０ ２,７２４ 

予防給付 ３６０ ３７２ ３７２ 
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⑤ 居宅療養管理指導 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 茅野市 介護給付 ３,４６７ ３,５４６ ３,６５５ 

予防給付 １５４ １５４ １５８ 

諏訪広域 介護給付 １０,９６８ １１,２２０ １１,５６５ 

予防給付 ７５６ ７５６ ７８０ 

 

⑥ 通所介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 茅野市 介護給付 ５,９９３ ６,０７８ ６,１９０ 

諏訪広域 介護給付 １８,５４０ １８,８０４ １９,１５２ 

 

⑦ 通所リハビリテーション 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 
茅野市 

介護給付 ２,８０３ ２,８４１ ２,９４６ 

予防給付 ４１８ ４２６ ４３３ 

諏訪広域 
介護給付 １３,８００ １３,９９２ １４,２３２ 

予防給付 ５,４７２ ５,５８０ ５,６７６ 

 

⑧ 短期入所生活介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ日数 

 
茅野市 

介護給付 ２,３９３ ２,４４８ ２,５１２ 

予防給付 ６２ ６２ ７０ 

諏訪広域 
介護給付 ７,２１２ ７,３８０ ７,５７２ 

予防給付 １８０ １８０ ２０４ 

 

⑨ 短期入所療養介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ日数 

 
茅野市 

介護給付 ９８７ １，０１９ １，０４７ 

予防給付 １５ １５ １７ 

諏訪広域 
介護給付 ３,６８４ ３,８０４ ３,９１２ 

予防給付 ７２ ７２ ８４ 
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⑩ 特定施設入居者生活介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月間延べ人数 

 
茅野市 

介護給付 １６６ １８２ ２００ 

予防給付 １８ １２ １２ 

諏訪広域 
介護給付 ６７１ ７３６ ８０９ 

予防給付 ７２ ７１ ７１ 

 

⑪ 福祉用具貸与 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 茅野市 介護給付 ９,５７８ ９,７６１ １０,００７ 

予防給付 １,０８９ １,１１０ １,１３０ 

諏訪広域 介護給付 ３６,９００ ３７,６０８ ３８,５５６ 

予防給付 ７,１６４ ７,３０８ ７,４４０ 

 

⑫ 特定福祉用具販売（介護予防特定福祉用具販売） 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 茅野市 介護給付 １５７ １６０ １６０ 

予防給付 ３６ ３６ ３８ 

諏訪広域 介護給付 ５６４ ５７６ ５７６ 

予防給付 １６８ １６８ １８０ 

 

⑬ 住宅改修 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 
茅野市 

介護給付 １２２ １１９ １２４ 

予防給付 ４６ ４６ ４８ 

諏訪広域 
介護給付 ４９２ ４８０ ５０４ 

予防給付 ２６４ ２６４ ２７６ 

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 
茅野市 

介護給付 １４,２０３ １４,３９８ １４,６６６ 

予防給付 ３,８９５ ３,９７２ ４,０４９ 

諏訪広域 
介護給付 ５４,０７２ ５４,８１６ ５５,８３６ 

予防給付 １８,７８０ １９,１５２ １９,５２４ 
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⑮ 介護老人福祉施設 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月平均人数 

 茅野市 介護給付 ２５９ ２６９ ２７９ 

諏訪広域 介護給付 ９５５ ９８０ ９８０ 

 

⑯ 介護老人保健施設 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月平均人数 

 茅野市 介護給付 ２１４ ２１４ ２１４ 

諏訪広域 介護給付 ７８７ ７８７ ７８７ 

 

⑰ 介護療養型医療施設（介護医療院） 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月平均人数 

 茅野市 介護給付 ６ ６ ６ 

諏訪広域 介護給付 ６ ６ ６ 

 

⑱ 地域密着型通所介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月平均人数 

 茅野市 介護給付 ２０６ ２０８ ２１１ 

諏訪広域 介護給付 ８６７ ８７７ ８８９ 

 

⑲ 認知症対応型通所介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ回数 

 
茅野市 

介護給付 １４ １４ １５ 

予防給付 ０ ０ ０ 

諏訪広域 
介護給付 ９７２ １,００８ １,０３２ 

予防給付 ４８ ４８ ４８ 

 

⑳ 小規模多機能型居宅介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 
茅野市 

介護給付 ７４６ ７５７ ７７４ 

予防給付 １６２ １６６ １６６ 

諏訪広域 
介護給付 ４,０３２ ４,０９２ ４,１８８ 

予防給付 ４６８ ４８０ ４８０ 
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 認知症対応型共同生活介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月平均人数 

 
茅野市 

介護給付 １,１７０ １,１６６ １,１６６ 

予防給付 ０ ０ ０ 

諏訪広域 
介護給付 ４,２７２ ４,２６０ ４,２６０ 

予防給付 １２ １２ １２ 

 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

月平均人数 

 茅野市 介護給付 ３９０ ３９０ ３９０ 

諏訪広域 介護給付 ２,０４０ ２,０４０ ２,０４０ 

 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

種類 
２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

年間延べ人数 

 茅野市 介護給付 ０ ２０ ２０ 

諏訪広域 介護給付 ６０ ９０ １７０ 

※ 第５期介護保険事業計画から地域密着型サービスに追加された事業です。このサービス

は重度者をはじめ 

  として、要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じた２４時間体制で訪 

  問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う 

  サービスです。 

  当該サービスの整備促進については、今後利用者ニーズを見極めたうえで諏訪広域連 

 合と検討していきます。 
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 ふれあい保健福祉事業は、平成１２年（２０００年）度の介護保険制度の施行に伴い、制

度以前から介護サービスを利用されている高齢者のサービス量の低下を招かぬよう、また、

在宅生活を維持するために、介護保険制度下で不足するサービスを補完するため、茅野市独

自の事業として制度化したものです。 

第１章 第６期計画期間中における見込み量 

 第６期計画期間中において、高齢者の在宅生活を推進していくために、ふれあい保健福祉事

業の必要量を次のとおり見込みます。なお、見込み量算出の基準とした第５期計画中の利用実

績は、資料編に掲載しています。 

 

介護保険制度における支給限度額内では、在宅生活の継続には不足する訪問サービス

（訪問介護・訪問看護）を提供し、在宅生活の維持を支援します。 

介護保険制度における支給限度額内では、在宅生活の継続には不足する通所サービス

（通所介護・通所リハビリテーション）を提供し、在宅生活の維持を支援します。 

介護保険制度における支給限度額内では不足する、短期入所サービス（短期入所生活

介護、短期入所療養介護）を提供し、在宅生活の維持を支援します。 

第
１
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事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

④介護予防通所事業 ３,５９７回 ３,８５８回 ４,１３８回 

【事業内容】 

介護保険の第１号被保険者に対して、通所を基本とした介護予防サービス（下肢筋力

向上、口腔衛生、栄養改善等）の総合的な提供により、介護予防を図り、在宅生活の

継続を支援します。 

 

事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑤友愛訪問事業 １人 ２人 ３人 

【事業内容】 

日常生活に丌安のあるひとり暮らし高齢者等に対し、近隣者が訪問や声かけといった

日常的な交流による地域での支え合いと、在宅生活の継続を支援します。 

 

事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑥福祉用具貸与事業 延 １５品 延 １５品 延 １５品 

【事業内容】 

医療機関や介護保険施設からの一時外泊・帰宅を行うにあたり、介護用寝台、車椅子

などを必要とする場合、一時的に貸不して外泊時及び帰宅調整等の支援を行います。 

 

事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑦介護用品支給事業 ２４４人 ２５１人 ２６０人 

【事業内容】 

要介護３～５の認定者を在宅で介護している市民税非課税世帯の者が、介護において

紙おむつなどの介護用品を必要とする場合に、その貹用の一部を援助することで在宅

生活を支援します。 
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寝たきり高齢者や認知症高齢者等で、心身の機能低下に対して住宅の改修（改造）を

行うことによって生活の向上が図られる者に、改修費の一部を助成することで、在宅

生活の継続を支援します。 

寝たきり高齢者や認知症高齢者が住宅を改修（改造）する場合に、建築、医療、保健、

福祉の分野のアドバイザーを派遣し、改修に対するアドバイスを行うことで効果的な

住宅改修が行えるよう支援します。 

寝たきり高齢者や認知症高齢者を在宅で介護している、介護者の休養を図るため、茅

野市内７ヶ所の温泉施設の入場券を提供し、茅野市の指定する施術業者から受けるマ

ッサージ料の助成を行います。 

疾病その他により、日常的に緊急度の高い不安を抱えて生活している、ひとり暮らし

などの高齢者に対して、電話機に接続させて使用する緊急通報装置を貸与することで

在宅生活の安心を提供します。 

第
１
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事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑫介護福祉金支給事業 ２６７人 ２８０人 ２９４人 

【事業内容】 

在宅で生活している、要介護３～５の高齢者の介護者の、日頃の介護を慰労するため、

介護福祉金を贈呈します。支給対象になるのは、基準日から１年以内において在宅で

６月以上、介護されていた期間がある方です。 

 

事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑬外出支援事業 ４,４６２回 ４,７００回 ４,９５０回 

【事業内容】 

身体の状況などの理由で公共交通機関の利用が困難な人に、道路運送法による福祉有

償運送の許可を受け、移送の支援を行います。 

 

事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑭訪問理美容助成事業 ２８回分 ３１回分 ３５回分 

【事業内容】 

在宅の寝たきり高齢者等に対して、理美容代の一部を助成することにより、寝たきり

高齢者等の心身のリフレッシュと介護者の負担軽減を図ることで、在宅生活の継続を

支援します。 

 

事業名 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

⑮徘徊高齢者家族

支援サービス事業 
１件 ２件 ２件 

【事業内容】 

認知症状により徘徊行動がある高齢者の安全を確保するため、行方丌明時に居場所を

検索できる端末機を貸不することで、早期発見の実現と可能な限りの安全確保を行い、

在宅生活の継続を支援します。 
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ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯等において、調理行為が困難となった際に

弁当の提供による食事の確保や、配達時の安否確認を行うことで、在宅生活の継続を

支援します。 

脳血管性疾患等により、身体の機能が低下した６５歳未満の者に対して、機能訓練の

場を提供し、機能低下の進行を可能な限り食い止めることで、在宅生活の継続を支援

します。 

要介護認定者を介護している介護者が急病や事故等の緊急時に、宅老所に要介護認定

者が宿泊した場合に利用者への助成することで、在宅生活の継続を支援します。 

判断能力が不十分な者であって、民法の規定による後見、保佐又は補助開始の審判の

請求を行うことが困難なものに代わり、市長が審判の請求を行います。また、請求に

係る費用負担が困難者に対しては、公費負担を行い、福祉の向上を図ります。 
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第５期計画期間における介護保険事業の状況 
 

注 ⑮から⑰までおよび 以外の「予防給付」は、要支援１・２の認定を受けた人の介護予防サービスの

ことです。 

 
① 訪問介護 

種 類 平成 24年度 
実績 

平成 25年度 
実績 

平成 26年度 
実績 

平成 27年度 
実績 

平成 28年度 
実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ５，００４ ５，１４１ ３，６３５ ４，００５ ３，８７８ 

予防給付 ８０３ ８０３ ９２５ ９６７ ８７９ 

諏訪広域 
介護給付 １７，３３２ １６，８１４ １６，２６４ １６，７３４ １６，９９７ 

予防給付 ４，３８９ ４，７０１ ５，０８９ ５，００６ ５，０１２ 

茅野市内の事業者数：16事業者 

 

② 訪問入浴 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ６２６ ６１３ ５２８ ５１３ ４２６ 

予防給付 ０ ０ ４ １２ １２ 

諏訪広域 
介護給付 ２，５２８ ２，３４２ ２，０４７ １，８８３ １，７３６ 

予防給付 ３ ７ ７ １４ １４ 

茅野市内の事業者数：2事業者 

 

③ 訪問看護 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ２，３４４ ２，４５９ １，９７６ ２，０４９ ２，２９１ 

予防給付 １３８ １６７ １６１ １３５ １７２ 

諏訪広域 
介護給付 ８，１９１ ８，４３５ ８，１６９ ８，１７０ ８，５８０ 

予防給付 ３４４ ５０１ ５０２ ６０８ ７５７ 

茅野市内の事業者数：12事業者（開業医による訪問看護を含む） 

 

④ 訪問リハビリテーション 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 １，３７９ １，３３６ １，２８５ １，３０７ １，２５５ 

予防給付 ９８ １０３ １００ １２１ １０９ 

諏訪広域 
介護給付 ３，０２５ ２，８０７ ２，５６２ ２，６２１ ２，５７５ 

予防給付 ２８０ ２８９ ２５１ ３１３ ３２１ 

茅野市内の事業者数：1事業者 

 

⑤ 居宅療養管理指導 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ３，０８７ ３，２３２ ３，１１１ ３，１４８ ３，４１２ 

予防給付 １１４ １２９ ９０ １４１ １１５ 

諏訪広域 
介護給付 ８，９７３ ９，２１９ ９，９１１ １０，１９７ １０，７９３ 

予防給付 ３２４ ３４７ ４２１ ４５５ ５６４ 
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⑥ 通所介護 

種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25 年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ７，９５８ ８，７２４ ７，５７６ ８，０００ ６，０００ 

予防給付 １，２４０ １，５２５ １，９９６ ２，２９３ ２，１９２ 

諏訪広域 
介護給付 ２４，８９０ ２５，２２６ ２６，２３９ ２６，５８０ １８，５６０ 

予防給付 ８，９８６ ６，５１５ ７，３７６ ７，９３２ ７，８２６ 

茅野市内の事業者数：7事業者 

 

⑦ 通所リハビリテーション 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ３，３０７ ３，２９３ ２，８０１ ２，８１７ ２，８５７ 

予防給付 ２９７ ２６０ ３４８ ４０８ ４０５ 

諏訪広域 
介護給付 １２，８７１ １３，４６９ １３，６５１ １４，１９６ １４，０６３ 

予防給付 ５，９００ ３，７９２ ４，８３０ ５，３２２ ５，２９２ 

茅野市内の事業者数：3事業者 

 

⑧ 短期入所生活介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ２，０５７ ２，２４３ ２，１９１ ２，３８３ ２，２９８ 

予防給付 ４９ ７４ ９４ ９５ ６３ 

諏訪広域 
介護給付 ７，２５７ ７，４５４ ７，３６０ ７，２１２ ６，９２４ 

予防給付 １７４ １９８ １９９ ２３４ １８１ 

茅野市内の事業者数：7事業者 

 

⑨ 短期入所療養介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ９５１ ９４９ ９８６ １，００２ １，０４６ 

予防給付 １６ ２０ １８ １７ １４ 

諏訪広域 
介護給付 ３，３７９ ３，３７１ ３，５０６ ３，５０１ ３，４７９ 

予防給付 ６７ ８８ ９９ ８８ ８１ 

茅野市内の事業者数：3事業者 

 

⑩ 特定施設入居者生活介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ７８３ ９６７ １，０４４ １，２７４ １，５２０ 

予防給付 １３４ １６８ ２２１ １８１ １５０ 

諏訪広域 
介護給付 ３，２７７ ３，９６８ ４，９５８ ５，６０６ ６，１０５ 

予防給付 ５６７ ６２２ ７４９ ７８４ ７４６ 

茅野市内の事業者数：4事業者 
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⑪ 福祉用具貸与 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ８，４２０ ８，７８０ ８，１６８ ８，５４８ ８，９８１ 
予防給付 ６６８ ６９０ ７７２ ８９６ ９６３ 

諏訪広域 
介護給付 ３０，１４６ ３１，１９７ ３１，４１９ ３２，５００ ３４，６００ 
予防給付 ３，７８８ ４，０２６ ４，７１３ ５，７５４ ６，３３２ 

茅野市内の事業者数：4事業者 

 

⑫ 特定福祉用具販売 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 １４８ １５６ １４２ １６１ １５８ 

予防給付 ５０ ４２ ３５ ２６ ３５ 

諏訪広域 
介護給付 ６０３ ５８０ ５２４ ５４８ ５６７ 
予防給付 １７０ １６５ １７７ １６４ １６１ 

茅野市内の事業者数：4事業者 

 

⑬ 住宅改修 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ９９ １１２ １１８ １３２ １１６ 
予防給付 ４９ ４９ ４８ ４７ ３８ 

諏訪広域 
介護給付 ４７０ ４６８ ４８２ ４７６ ４６７ 
予防給付 ２０８ ２２２ ２１８ ２０３ ２１５ 

 

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 １５，０４５ １５，７３９ １２，９００ １３，４６５ １３，７３７ 
予防給付 ２，６３６ ２，９２４ ３，５６７ ３，９９３ ３，８３９ 

諏訪広域 
介護給付 ４８，３４４ ４８，４９５ ４９，３８１ ５０，３６４ ５２，２９７ 
予防給付 １３，６５４ １５，０７６ １７，２３７ １８，４６１ １８，５０７ 

茅野市内の事業者数：22事業者 

 

⑮ 介護老人福祉施設 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 
茅野市 介護給付 ２，７１９ ２，６９０ ２，７８３ ２，８７３ ２，９９１ 

諏訪広域 介護給付 １０，３４１ １０，４３６ １０，４６９ １０，６７９ １１，１３７ 
茅野市内の事業者数：3事業者（広域内の茅野市入所枠：279床） 

 

⑯ 介護老人保健施設 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 
茅野市 介護給付 ２，３４２ ２，４６０ ２，４５９ ２，４９３ ２，５７８ 

諏訪広域 介護給付 ９，８０１ １０，２７１ １０，５５６ １０，５７２ ９，９６６ 
茅野市内の事業者数：2事業者 
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⑰ 介護療養型施設 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 介護給付 ５１１ ４６６ ４２０ ２１７ ８７ 

諏訪広域 介護給付 １，４９７ １，４３８ １，３５６ ６９６ ２５３ 

茅野市内の事業者数：１事業者 

 

⑱ 夜間対応型訪問介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

予防給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

諏訪広域 
介護給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

予防給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

茅野市内の事業者数：なし 

 

⑲ 地域密着型通所介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25 年度 

実績 

平成 26 年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 介護給付 － － － － ２，２４０ 

諏訪広域 介護給付 － － － － ９，３７５ 

茅野市内の事業者数：11事業者 （平成 28年から通所介護から移行） 

 

⑳ 認知症対応型 通所介護（介護予防認知症対応型通所介護） 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ０ ０ １ １７ １２ 

予防給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

諏訪広域 
介護給付 １，０１１ ８７１ ８３８ ８７０ ８１２ 

予防給付 ０ ４ ３ １２ １９ 

茅野市内の事業者数：1事業者 

 

㉑ 小規模多機能型居宅介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ３５２ ５４７ ５６９ ６５７ ６２４ 

予防給付 ９０ １２９ １１３ １５３ １７１ 

諏訪広域 
介護給付 １，４３６ ２，２３５ ２，５６８ ３，２２１ ３，５０１ 

予防給付 １８７ ３０２ ３０１ ４２５ ４９３ 

茅野市内の事業者数：3事業者 

 

㉒ 認知症対応型共同生活介護 
種 類 平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ８３６ ８５０ １，０００ １，１６６ １，２１０ 

予防給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

諏訪広域 
介護給付 ３，４１１ ３，６９０ ４，０７５ ４，３６４ ４，４１７ 

予防給付 ５ １ ７ ２ １ 

茅野市内の事業者数：6事業所 
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 地域密着型特定施設入居者生活介護 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 

茅野市 
介護給付 ０ ０ ０ ０ ０ 
予防給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

諏訪広域 
介護給付 ５ １６ ４１ ３３ ２４ 
予防給付 ０ ０ ０ ０ ０ 

茅野市内の事業者数：なし 

 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
種 類 平成 24年度 

実績 
平成 25年度 

実績 
平成 26年度 

実績 
平成 27年度 

実績 
平成 28年度 

実績 年間延べ人数 
茅野市 介護給付 １８３ １８１ ３５１ ３８５ ３８１ 

諏訪広域 介護給付 ９３９ ９４０ １，７８６ １，９８６ １，９９０ 
茅野市内の事業者数：1事業所 

 
 

 出典：諏訪広域連合介護保険事業状況報告  
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第５期計画期間における茅野市ふれあい保健福祉事業の利用状況 

 

事業名 
平成 24年度

実績  

平成 25年度

実績  

平成 26年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 28年度

実績 

① 訪問

サ ー ビ

ス 

生活援助 

身体介護 

訪問看護 

２１時間 

１４５.５時間 

６５時間 

１８時間 

１８７時間 

７５.５時間 

１６３時間 

６６.５時間 

１０７.５時間 

２５.５時間 

１６９.５時間 

７時間 

１４６．２時間 

２２５．５時間 

１４．８時間 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績  

平成 25年度 

実績  

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

② 通所サー

ビス 
３４２日分 ３０６日分 ２６１日分 ２０４日分 ２０９日分 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

③  短期入所

サービス 
１７４日分 ２５７日分 ２７７日分 １９９日分 ９７日分 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

④ 介護予防通

所事業 
２，９３７回 ３，５６３回 ２，６９８回 ３，１２７回 ３，３５４回 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑤ 友愛訪問

事業 
９人 ８人 ３人 １人 ０人 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑥  福祉用具

貸与事業 
延 １７４品 延 ６２品 延 ３６品 延 ２８品 延 １６品 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑦  介護用品

支給事業 
延１５７人分 延３３８人分 延３４９人分 延３０１人分 延２２７人分 
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事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑧  高齢者等

住宅整備助成

事業 

１件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑨ 住宅改良

アﾄﾞﾊﾞｲザー

派遣事業 

３件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑩  介護者入

浴・マッサージ

等助成事業 

ﾏｯｻｰｼﾞ ３０件 

入浴券  

１，９３６回 

ﾏｯｻｰｼﾞ １４件 

入浴券  

２，１１２回 

ﾏｯｻｰｼﾞ １７件 

入浴券 

２，０５７回 

ﾏｯｻｰｼﾞ １７件 

入浴券 

１，５４１回 

ﾏｯｻｰｼﾞ ２０件 

入浴券 

２，０００回 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑪  緊急通報

装置貸与事業 
７台分 ６台分 ３台分 ２台分 ６台分 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑫  介護福祉

金等支給事業 
３３７人 ３４７人 ３３２人 ２８２人 ２５５人 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑬ 外出支援

事業 
４，８８２回 ５，１４２回 ４，７７８回 ４，７６８回 ４，２３７回 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑭  訪問理美

容助成事業 
４６回分 ５１回分 ３４回分 ２８回分 ２６回分 
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事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑮  徘徊高齢

者家族支援サ

ービス 

２件 ２件 ３件 ３件 ０件 

 

事業名 
平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

⑯  配食サ

ービス事業 
１６，６６２食 ２０，４２６食 ３１，５２９食 ３７，６６０食 ４２，０５３食 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑰ 機能訓練

事業 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

事業名 
平成 24 年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

⑱ 在宅介護

者緊急時支援

事業 

０泊 ３泊 １５泊 １０泊 ４泊 
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高齢者保健福祉計画策定経過

開催日 開催部会等 主な内容

H28.11.10 認知症部会
・福祉２１ビーナスプラン第２次計画の振り返りと第３次計
画策定に向けて

H28.12.12 高齢者保健福祉部会
・福祉２１ビーナスプランと高齢者保健福祉計画の位置づけ
について
・第６期高齢者保健福祉計画策定について

H28.12.20 認知症部会
・福祉２１ビーナスプランの認知症施策における課題整理に
ついて

H29.1.24 認知症部会
・論点整理と今後の方向について
・認知症初期集中支援チームについて

H29.2.22 認知症部会 ・茅野市の認知症ケア、対策のあるべき姿について　等

H29.3.22 認知症部会
・前回部会におけるグループワークのまとめ
・新規事業、メニュー等の検討

H29.4.26 認知症部会
・前回部会におけるグループワークのまとめ
・新規事業、メニュー等の検討

H29.5.30 認知症部会
・前回部会におけるグループワークのまとめ
・先進事例等について

H29.6.8 高齢者保健福祉部会
・第５期高齢者保健福祉計画期間における事業実施状況につ
いて
・高齢者保健福祉に係る課題について

H29.6.27 認知症部会
・認知症初期集中支援チームについて
・先進事例の視察について
・各部会に共通する課題、取組について

H29.7.6 高齢者保健福祉部会 ・各部会に共通する課題、取組について

H29.7.31 認知症部会

・先進事例の視察について
・茅野市の今後の認知症地域ケアについて
・認知症に係るホームページについて
・災害対応について
・認知症初期集中支援チームについて

H29.8.9 高齢者保健福祉部会
・高齢者実態調査結果について
・高齢者が地域で暮らすための課題、必要と考えられる取組
について

H29.8.31 認知症部会
・認知症初期集中支援チームについて
・茅野市の今後の認知症地域ケアについて
・認知症に係るホームページについて

H29.9.7 認知症部会 ・大府市役所、北名古屋市回想法センター視察

H29.9.12 高齢者保健福祉部会
・高齢者実態調査結果（自由意見）について
・高齢者保健福祉部会からの提言骨子について

H29.9.29 認知症部会
・大府市、北名古屋市視察について
・認知症部会からの提言書（案）について
・認知症に係るホームページについて

H29.10.13 高齢者保健福祉部会
・高齢者保健福祉部会の提言について
・正夫さん（案）について

H29.10.25 認知症部会
・認知症部会からの提言書（案）について
・正夫さん（案）について
・認知症に係るホームページについて

H29.11.16 高齢者保健福祉部会
・高齢者保健福祉部会の提言について
・第６期高齢者保健福祉計画の構成について

H29.11.24 認知症部会
・認知症部会からの提言書について
・第６期高齢者保健福祉計画の構成について
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H29.12.11 高齢者保健福祉部会 ・第６期高齢者保健福祉計画（案）について

H29.12.18
第６回ビーナスプラン策定
委員会

・第６期高齢者保健福祉計画（案）について

H29.12.19 認知症部会
・認知症部会からの提言書について
・第６期高齢者保健福祉計画（案）について

H30.1.4～2.2 パブリックコメントの実施

H30.01.15 認知症部会
・認知症部会からの報告について
・第６期茅野市高齢者保健福祉計画（案）について
・平成３０年度からの認知症部会の取組（計画）について

H30.02.14 地域福祉審議会 ・計画（案）の諮問、答申
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資
料
編

役職 氏　　　名 所属団体

部会長 知見　秀雄 医師会

副部会長 大下　京子 保健補導員連合会ＯＢ会

部会員 安藤　親男 医師会

部会員 伊東　ますみ 玉川地区社会福祉協議会

部会員
浜　　敏男
小松　春実

ＪＡ信州諏訪 福祉課長
（～H29.3末）

（H29.4～）

部会員 永易　眞知子 前介護相談員

部会員 森元　一允 金沢地区高齢者クラブ

部会長 矢島　玲子 介護相談員

部会員 山崎　徹 介護相談員

部会員
細田　道郎
米津　康之

茅野市社会福祉協議会 在宅福祉係長
（～H29.3末）

（H29.4～）

部会員
森井　潤
堀　美恵

茅野市役所　保険課
茅野市役所　保健づくり推進課

健康推進係長
栄養指導担当

（～H29.3末）
（H29.4～）

部会員
豊橋　智望
大坪　誠也

茅野市役所
北部保健福祉サービスセンター

主査
主査

（～H29.3末）
（H29.4～）

役職 氏　　　名 所属団体

部会長 安藤　親男 医師会

副部会長 小松　明美 認知症高齢者を抱える家族会

副部会長 高木　宏明 諏訪中央病院�

部会員 牛山　さおり 介護老人福祉施設　白駒の森

部会員 牛山　直美
諏訪中央病院
患者サポートセンター

部会員 小川　明美 グループホーム豊平

部会員 功刀　譽 中大塩地区社会福祉協議会

部会員 中谷　真里子 桜ハウス玉川・宮川

部会員 長谷川　光子 民生児童委員協議会

部会員 両角　恵子 訪問看護ステーションりんどう

部会員 夜久　由美 桜ハウス玉川

部会員
柳平　美好
伊藤　真奈美

JA信州諏訪ケアネットセンター茅野
訪問介護事業所 管理者
・サービス提供責任者

（～H29.11末）
（H29.12～）

部会員 戸田　貢司 茅野市社会福祉協議会

部会員
森井　潤
小穴　範子

茅野市役所　保険課
茅野市役所健康づくり推進課

健康推進係長
健康推進係長

（～H29.3末）
（H29.4～）

部会員 金井　美代子 東部保健福祉サービスセンター

※高齢者保健福祉部会、認知症部会いずれも部会長、副部会長を除き氏名50音順

看護師・ケアマネージャー

ケアマネージャー

東部地域福祉活動推進係

地域福祉推進係長

リーダー

医療ソーシャルワーカー

施設長

前会長

顧問

第１ブロック女性幹事

会長

リバーサイドクリニック所長

医師

福祉２１茅野　認知症部会員名簿

福祉２１茅野　高齢者保健福祉部会員名簿
備　　　　　　考

備　　　　　　考

ともみ内科医院院長

リバーサイドクリニック所長

副会長
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